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平 成 ２０年 度 の原 子 力 関 係 経 費 の見 積 りについて 

（文 部 科 学 省 ） 

平成１９年９月１１日 

１．概算要求方針  

文部科学省においては、「原子力政策大綱」や、科学技術・学術審議会研究

計画・評価分科会においてとりまとめられた「原子力に関する研究開発の推

進方策について」等を踏まえ、ＦＢＲサイクル技術に関する研究開発、核融

合に関する研究開発、量子ビームテクノロジーや高レベル放射性廃棄物等の

地層処分技術などに関する研究開発を、安全確保を大前提に推進する。 

また、独立行政法人日本原子力研究開発機構においては、事業の「選択」

と資源の「集中」を進めつつ、事業を着実に実施するものとする。 

 

２．原子力関係予算（全体）  

（百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 136,694 118,468 

エネ特会（立地対策） － 31,386 31,813 

エネ特会（利用対策） － 121,421 116,118 

合計 － 289,501 266,398 

 

３．「基本方針」への対応状況  

Ａ．安全の確保の充実に向けた新たな対応 

  （１）取組の方針 

常に最新の科学技術的知見を安全規制に反映させるとともに安全確保に必要な科学技

術的基盤を高い水準に維持するため、原子力安全委員会が決定した「原子力の重点安全

研究計画」等に沿って、高経年化を考慮した地震時信頼性評価手法の高精度化の研究等

を関係機関間で連携を図りつつ着実に推進するとともに、安全の維持・向上に向けた耐

震対策・高経年化対策の充実を図る。 
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  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○安全確保対策の充実･強化 【   ←5,791←4,077】 

 

Ｂ．国民及び立地地域社会との相互理解や地域共生を図るための活動の充実 

  （１）取組の方針 

昨年秋以降、相次いで発覚した電力事業者における過去のデータ改ざん・隠蔽や、７

月１６日に発生した新潟県中越沖地震による柏崎・刈羽原子力発電所の損傷など、原子力

に対する国民や地域社会の不安を高めるような事象が相次いで起こっており、今後、原子

力の研究開発を進める上では、これまで以上に国民や地域社会の信頼を得、原子力に対す

る相互理解を図ってくことが重要。 

このためには、広聴活動を国民、地域社会との相互理解を図る活動の起点に位置づけ

た上で、得られた意見等を踏まえて広報や対話の活動を進めていくことが重要であり、

広聴・広報に関して国が実施している事業がより効率的・効果的に行われるように見直

しを行いつつ実施する。 

また、児童・生徒が原子力について正しい知識に基づき原子力の平和利用やエネルギ

ーとしての位置づけについて自ら考えること、科学技術としての原子力が有する広い可

能性について知ること等についての教育の基盤を形成するため、原子力・エネルギーに

関する教育支援事業交付金を一層活用して、立地地域における先進的な教育の取り組み

の促進や成果普及、地域の原子力人材の育成等についての取り組みの充実を図る。 

さらに、立地地域との共生のために、電源立地地域対策交付金制度を活用して、地域が

主体となって進める地域の持続的発展を目指すためのビジョンに対する支援を積極的に

進める。 

 

  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○電源立地地域対策交付金 【   ←7,464←7,585】 

    ○高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金 【   ←1,600←新規】 

    ○原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付金 【   ←530←483】 
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    ○大型再処理施設等放射能影響調査 【   ←3,458←3,780】 

 

Ｃ．放射性廃棄物の対策の着実な推進 

  （１）取組の方針 

・ 高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発 

深地層の研究施設（瑞浪超深地層研究所及び幌延深地層研究所）等を活用して、地層

処分技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化に向けた研究開発を着実に推進し、処分

事業と安全規制を支える技術基盤を整備するとともに、得られた成果を体系的に管理し、

適切に伝達・継承していくため、知識マネジメントシステムの構築を行う。深地層の研

究施設においては、研究坑道の掘削及びこれに伴う調査研究を着実に進める。また、研

究開発成果の積極的な公開や深地層の研究施設等における見学者の受け入れなど、国民

の地層処分の理解増進への貢献を図る。 

・ 固体廃棄物減容処理施設の整備 

FBR サイクル実用化研究開発により、TRU 核種を含む放射性固体廃棄物が発生するが、

これを保管する貯蔵施設の保管余裕が逼迫しており、平成24年度には限界に達するため、

これらの廃棄物を減容処理する固体廃棄物減容処理施設を整備する。 

・ 研究施設等廃棄物の処分 

研究施設等から発生する放射性廃棄物（研究施設等廃棄物）は、現在処分されずに事

業者において貯蔵されているが、貯蔵施設の保管余裕は逼迫してきており、早期の処分

事業開始が求められている。このため、研究施設等廃棄物の円滑な処分を推進するため

に必要な環境整備を進める。 

 

  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発 【   ←8,997←8,937】 

    ○固体廃棄物減容処理施設 【   ←445←新規】 

    ○研究施設等廃棄物の処分の推進 【   ←4,333←新規】 

 

Ｄ．原子力発電及び核燃料サイクルの戦略的推進 



 

 4 

  （１）取組の方針 

・ 高速増殖原型炉「もんじゅ」 

「もんじゅ」は、高速増殖炉サイクル技術の確立に向けた研究開発の場の中核であり、

地元をはじめとする国民の理解を得ながら早期の運転再開を行い、１０年程度以内を目

途に所期の目的を達成することを目指していく。 

このため、平成２０年度においては、より安全性を高めるためのナトリウム漏えい対策

を施した設備機器や長期停止状態から復旧した設備機器等を総合的に組み合わせ、プラ

ントレベル（複数系統）の機能・性能を確認するプラント確認試験を行ない、ナトリウ

ム漏えい事故以降中断している性能試験を再開（運転再開）し、炉心性能等の確認を行

う。また、運転再開に伴う施設及び設備の安全性や健全性確保に必要な点検・補修等を

計画的に実施していく。さらに、「もんじゅ」を活用して福井県の「研究開発拠点化計画」

の実現に向けた取組みも実施していく。 

・ 高速増殖炉サイクル実用化研究開発 

「高速増殖炉サイクルの研究開発方針について」（平成１８年１０月）を踏まえ、２０

２５年頃の実証炉等の運転開始、さらにその後２０５０年より前に高速増殖炉の商業ベ

ースでの導入開始を目指し、平成２２年頃に実用施設に採用する革新技術を決定して平

成２７年頃に適切な実用化像と実用化までの研究開発計画を提示できるよう、成立性を

確認する要素試験研究等を着実に進める。この際、（独）日本原子力研究開発機構とＭ

ＦＢＲ（三菱ＦＢＲシステムズ（株））等が連携して、研究開発体制の高度化を図って

いく。 

・ 高速実験炉「常陽」 

平成１６年度から高性能燃料の開発等をより効率的に進めるため、照射性能を向上させ

た MK-III 炉心での高速炉の実用化に向けた燃料や材料の照射を開始している。平成 20

年度は引き続き MK-III 炉心での高速炉の実用化に向けた燃料や材料の照射を実施する。 

・ MOX 燃料製造技術開発 

高速増殖炉用プルトニウム･ウラン混合酸化物(MOX)燃料の製造技術及び関連技術（分析

技術、保障措置技術等）の開発を進めることにより、「もんじゅ」、「常陽」への燃料供給

等を通じて技術の実証を図るとともに、さらなる経済性向上のための燃料の高燃焼度化、
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燃料製造プロセスの革新・簡素化に関する開発を推進する。 

・ 原子力システム研究開発委託費 

FBR サイクルの研究開発を効率的に進めるため、原子力システム研究開発委託費の公募

制度を原子力機構の研究開発と連携して進める。 

 

  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○高速増殖原型炉「もんじゅ」 【   ←19,100←19,100】 

    ○高速増殖炉サイクル実用化研究開発 【   ←9,000←6,500】 

    ○高速実験炉「常陽」 【   ←2,980←3,199】 

    ○プルトニウム燃料製造施設（MOX 燃料製造技術開発） 【   ←2,740←2,906】 

    ○原子力システム研究開発委託費 【   ←6,307←5,205】 

 

Ｅ．放射線利用技術の普及促進及びそのための国民との相互理解の促進 

  （１）取組の方針 

・ 放射線医療 

   革新的ながんの治療法を開発するため、重粒子線を用いた新しい放射線療法の研究開

発を推進するとともに、臨床研究の積み重ねによりその有用性を確立する。また、それ

らの治療法に関する総合的データベースを構築・活用し、重粒子線がん治療の普及を図

る。 

   さらに、近年の放射線療法の高度化等に対応するため、粒子線がん治療固有の知識・

技術を有した放射線腫瘍医、医学物理士、診療放射線技師等の専門人材の育成を図る。 

・ 量子ビームテクノロジー 

   日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が共同で、世界最高レベルの

ビーム強度を持った大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）を建設し、得られる中性子、

ミュオン、中間子、ニュートリノ等の多彩な二次粒子を利用して、基礎研究から産業応

用までの幅広い分野を推進する。特に、平成２０年度後半からのビーム供用開始を控え、

平成１９年６月の科学技術・学術審議会大強度陽子加速器計画評価作業部会報告書の内

容を踏まえ、施設の円滑な運用体制や利用体制の構築を目指す。 
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  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○重粒子がん治療研究の推進 【   ←5,979←5,537】 

    ○粒子線がん治療に係る人材育成プログラム 【   ←122←40】 

    ○大強度陽子加速器計画の推進 【   ←26,189←31,112】 

 

Ｆ．国際社会への対応の充実 

  （１）取組の方針 

 ＧＩＦ（第４世代原子力システムに関する国際フォーラム）等の原子力研究開発に関す

る多国間枠組みや二国間での協議に積極的に参加するほか、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）

や、米国提唱のＧＮＥＰ(国際原子力エネルギー・パートナーシップ)構想等の、核不拡散

に関する協議に積極的に参加し、我が国の原子力研究開発の効果的・戦略的な促進を図る

とともに、我が国の技術の国際標準化を図る。また、ロシア、カザフスタンとの間の二国

間原子力協定締結に向けた交渉を実施する。 

 開発途上国協力については、アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ）などの枠組

みを目的に応じて効果的に活用し、原子力国際協力を引き続き進める。 

・ＯＥＣＤ／ＮＥＡ分担金、拠出金 

  核データ、計算コード等原子力研究開発に必要なデータと資料を入手する

ためにＯＥＣＤ／ＮＥＡのデータバンク事業に参加するほか、特別拠出金を

拠出することにより、原子力施設等の安全性に関する調査、核拡散抵抗性・

安全性に優れた原子力技術開発に係る調査・検討等を行う。 

 

  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○ＯＥＣＤ／ＮＥＡ分担金、拠出金 【   ←307←372】 

 

Ｇ．将来に向けた原子力分野における科学技術の推進と人材の確保 

  （１）取組の方針 

・ 基礎的・基盤的研究 
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原子力試験研究費を抜本的に制度改革し、大学等にも開かれた新たな競争的研究資金

として「原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ」を立ち上げ、国の政策ニーズを踏ま

えた戦略的なテーマ・プログラムの下、基礎的・基盤的研究の充実・強化を図る。具体

的には、①戦略的原子力共同研究プログラム、②研究炉・ホットラボ等活用研究プログ

ラム、③若手原子力プログラムを設定する。 

・ 核融合研究開発 

   将来のエネルギー源の１つの有望な選択肢である核融合エネルギーの実現に向けて、

核融合実験炉を日、欧、米、露、中、韓、印の７極の国際協力で建設し、燃焼プラズマ

の実現、工学技術の総合試験等を目指し、ＩＴＥＲ計画を推進する。また、日欧協力に

より我が国において実施する「幅広いアプローチ」を推進し、核融合エネルギーの早期

実現に必要な先進的研究開発を推進する。 

臨界プラズマ試験装置ＪＴ-６０を用い、大学等と連携して、トカマク炉心改良等の先

進的なプラズマ研究開発及びＩＴＥＲの燃焼プラズマのための研究開発等の実験炉の補

完的・先進的研究開発を行うとともに、我が国の核融合研究人材の育成に貢献する。 

・ 高温工学試験研究 

高温工学試験研究炉(HTTR)については、高温試験運転等を実施し、炉心の燃料特性、

安全性等に対するデータを取得・蓄積するとともに、高温核熱を利用した水素製造技術

研究開発等を進める。 

・ 材料試験炉ＪＭＴＲの改修 

中性子を利用した基礎・基盤研究、軽水炉の安全性に関する研究、大学等による基礎

研究や人材育成等に資する研究開発の基盤施設として中性子照射場を確保するため、材

料試験炉（JMTR）の改修により、稼働率の向上を図る。加えて、新技術の開発等により、

技術的価値の高い照射データを提供するとともに、アジアの中核試験炉として、国際的

に活用される研究基盤を構築する。 

・ 原子力分野の人材育成 

原子力分野の研究・開発・利用に係る人材育成を強化するため、経済産業省との

連携のもと、大学・高等専門学校の研究・教育基盤の整備・充実を支援する。平成

２０年度からは新たに、地域や大学等の特色を踏まえ、特定の分野に教育研究を重
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点化し、当該分野における体系的な知識を有し、中核的に活躍しうる人材を養成す

る取組を支援する。 

 

  （２）主な施策【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 【   ←1,000←新規】 

    ○原子力試験研究費 【   ←864←1,019】 

    ○ＩＴＥＲ計画（建設段階）の推進 【   ←12,158←5,382】 

    ○JT－６０の運転・整備 【   ←1,465←1,465】 

    ○高温工学試験研究 【   ←1,030←1,534】 

    ○材料試験炉ＪＭＴＲの改修【   ←2,100←1,500】 

    ○原子力人材育成プログラム 【   ←243←150】 

 

４．その他特記事項  

【平成２０年度予算案額←平成２０年度概算要求額←平成１９年度予算額（百万円）】 

    ○放射能調査研究費 【   ←1,230←1,174】 

    ○新型転換炉原型炉「ふげん」廃止措置 【   ←4,439←4,870】 

    ○ウラン濃縮施設関連廃止措置研究開発 【   ←1,198←1,254】 

    ○東海再処理施設の操業 【   ←2,615←4,849】 

 

５．「平成２０年度の原子力の研究、開発及び利用に関する経費の概算要求に向

けて」を踏まえた対応  

「基礎的･基盤的研究開発の充実･強化」に対応し、平成２０年度より新たに「原

子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ」を要求し、原子力分野の基礎基盤研究を

強化する。 

「原子力発電所及び研究開発施設等のバックチェック」に対応し、日本原子力

研究開発機構では耐震設計審査指針の改訂及び新潟県中越沖地震から得られた教

訓を踏まえ、東海再処理施設や各研究炉の耐震安全性の確認（バックチェック）

とその評価を速やかに行うとともに、所要の対策を講ずる。 
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「高レベル放射性廃棄物最終処分地の確保に向けた取組みの強化」に対応し、日本原子力研究

開発機構では、深地層の研究施設等を活用して、処分技術の信頼性向上、安全評価手法の高度化

等の地層処分の実現に向けた基盤となる研究開発を着実に推進するとともに、研究成果の公表や

研究施設の公開を通じて、国民の理解醸成に資する。 



 

 

 
1 

 

原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ０１ 

施策名 安全確保対策の充実・強化 

基本方針 

分類 

主：Ａ３ 原子力安全研究の推進  

従：Ａ１ 検査手法の高度化等、高経年化に対応した安全対策の充実 

  Ａ２ 研究開発施設等における耐震対策 

大綱分類 

主：１−１−１ 安全対策 

従：３−１−１ 基礎的・基盤的研究開発 

  ３−４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発  

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 - 3,424 1,063 

エネ特会（立地対策） - - - 

エネ特会（利用対策） - 2,367 3,014 

合計 - 5,791 4,077 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

原子力安全委員会が定める「原子力の重点安全研究計画」に基づき、原子炉施設、核

燃料サイクル施設、放射性廃棄物処理処分、放射線安全に関する安全性研究を進め、国

が行う安全規制に係る指針・基準類の策定等に必要なデータの整備等を行う。 

また、耐震設計審査指針の改定や新潟県中越沖地震を踏まえた原子力研究施設に対す

る耐震対応を実施するとともに、設備・機器、施設に対して必要な高経年化対策を実施

する。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

原子力安全委員会がこれまでに策定した指針・基準類（専門部会報告書等を含む）の

うち、27 件に日本原子力研究所（現独立行政法人日本原子力研究開発機構）の安全性

様式２ 
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研究の成果が反映されている。また、リスク情報を活用した規制や安全目標の検討等、

安全規制政策に係る審議に必要な最新の研究成果や技術情報を提供した。 

更に、原子力施設等の安全評価や放射線影響評価等に関する解析コードの開発を行い、

そのうち 30 件以上を原子力安全解析所（現、原子力安全基盤機構）に提供し、これら

は安全審査のクロスチェック解析に利用された。その他、美浜発電所 2 号機事故、JCO

事故等に際し、安全研究で蓄積された能力や経験を活かし、事故調査及び緊急時対応に

貢献した。 

【期待される成果】 

最新の科学技術的知見を国の規制行政に提供することとなる。効果的効率的規制は、

安全を確保しつつエネルギーコストの低減に貢献する。第三者機関としての安全情報の

提示は、国民の信頼感確保に貢献する。 

また、原子力研究施設の耐震対応の実施及び高経年化に対応した安全対策を充実させ

ることは、原子力研究開発に対する国民の理解及び安心・安全感の醸成につながる。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 平成 19 年度に、原子力安全委員会安全研究専門部会により「原子力の重点安全研究

計画」の中間評価が実施されている。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

・燃料の安全性に関する研究では、高燃焼度燃料の事故時挙動を解明し安全評価手法を

高度化するため、NSRR、燃料試験施設等を用いて事故時燃料挙動模擬実験を実施してデ

ータベースを拡充するとともに、燃料挙動解析コードの開発や燃料挙動評価技術高度化

のための基礎試験等を行う。 

・原子炉の熱水力安全に関する研究では、事故時の熱水力挙動を高精度で解析・評価す

る最適評価手法を開発するため、国際協力で行う OECD/NEA ROSA プロジェクト及び核熱

結合（THYNC）模擬実験等を継続してデータを取得すると共に、同手法の開発及び検証

を進める。 

・構造機器の高経年化評価に関する研究では、確率論的破壊力学（PFM）解析手法の対
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象部位拡張等の改良を行うとともに、原子炉圧力容器（RPV）鋼の機構論的な脆化予測

法及び破壊靱性評価法の高度化に関する試験を行う。また、高経年化を考慮した地震時

信頼性評価手法の高精度化の研究を行う。 

・安全評価研究では、核燃料施設の確率論的安全評価(PSA)手法に関する事故影響評価

用データの整備、事故故障の分析、PSA 手法を用いた防災対策の検討を行う。 

・核燃料サイクル施設の安全性研究では、燃料の溶液を対象とした定常臨界実験、過渡

臨界実験を行う STACY（定常臨界実験装置）、TRACY（過渡臨界実験装置）を用いて、臨

界安全データや過渡特性データを拡充し、評価システムの改良を行う。また、再処理プ

ロセスにおけるアクチノイド元素、核分裂生成物元素の挙動に関するデータを取得する

とともに、解析コードを用いた挙動解析及びコードの改良を実施する。 

・放射性廃棄物の処分実現に向けた安全評価手法研究では、炉心構造廃棄物の地中処分

について、具体的な廃棄物特性及び処分場設計を想定した安全評価解析を実施する。 

・耐震設計審査指針の改訂及び新潟県中越沖地震から得られた教訓を踏まえ、東海再処

理施設や各研究炉の耐震性の確認（バックチェック）とその評価を速やかに行うととも

に、必要に応じて所要の対策を講じる。 

・平成１９年度当初に実施した高経年化調査の結果に基づき、施設や設備機器の改修、

更新等を行い、施設の安全運転を確保する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 
文部科学省（経済産業
省・環境省） 

整理番号 ０２ 

施策名 電源立地地域対策交付金 

基本方針 

分類 

主：Ｂ３ 立地地域のニーズに一層対応した電源立地地域対策交付金制度の改

良・改善 

従： 

大綱分類 
主：１－５－３ 立地地域との共生 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － 7,464 7,585 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 7,464 7,585 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、電源地域における住民の福祉の向上
など、地域が主体となって進める地域の持続的発展を目指すために行われる公共用施設
の整備や各種の事業活動などに対して、ハード、ソフト両面に亘る積極的な支援策を実
施することとし、これに要する費用に充てるため地方公共団体に対して交付金を交付す
る。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

本交付金により立地地域において、スポーツ施設や病院施設の建設等がなされること
により住民の福祉向上が図られている。これにより、原子力施設を立地することのメリ
ットが地域住民に実感されるようになっており、立地政策の円滑化に貢献している。 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

公共用施設の整備、企業導入・近代活性化事業及び福祉対策事業等に対して交付を行
う。 
 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

様式２ 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 
所管省 文部科学省 整理番号 ０３ 

施策名 高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金（仮称） 

基本方針 

分類 

主：Ｂ 国民及び立地地域社会との相互理解や地域共生を図るための活動の充実 

従： 

大綱分類 
主：１－５－３ 立地地域との共生 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － 1,600 － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 1,600 － 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

高速増殖炉については、「原子力政策大綱（平成１７年１０月原子力委員会）」、「高速
増殖炉サイクルの研究開発方針について（平成１８年１１月文部科学省）」等において、
基本スケジュールとして、 
・２０１０年を目途に実用システムに採用する革新技術を決定。 
・２０１５年頃までに実用化像を提示するとともに、実証炉の概念設計、実証ステッ

プの全体像を提示。 
・２０２５年頃までに高速増殖実証炉を実現する。 
・２０５０年より前に、商業ベースでの導入を図る。 

としている。平成２０年度（２００８年度）は、２０１０年の実用炉で採用する革新技
術の決定に向け、研究開発を大きく加速する必要があるなど、重要な局面を迎えている。 
特に、平成２０年度には「もんじゅ」の試験運転再開も予定されているところであり、

平成２０年度より新たな交付金を創設することにより、高速増殖炉サイクル技術に関す
る研究開発の理解促進及び地域との共生を進め、研究開発の円滑な実施を図ることが必
要である。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

高速増殖炉の立地地域において、 
①原子力科学技術の集積を活かした地域における研究開発機能の強化 
②地域の科学技術を支える人材の育成と交流の促進 
③科学技術を活かした産業の創設と育成の推進 

を図ることにより、当該地域に高速増殖炉の研究開発拠点を置くことの利点を還元し、
地域と共生しながら高速増殖炉サイクル技術の研究開発を推進することができる。 
また同時に、高速増殖炉が立地する地元地域の科学技術・学術の振興の促進を図るこ

とができる。本交付金により立地地域において、スポーツ施設や病院施設の建設等がな

様式２ 
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されることにより住民の福祉向上が図られている。これにより、原子力施設を立地する
ことのメリットが地域住民に実感されるようになっており、立地政策の円滑化に貢献す
る。 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成１９年８月科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力分野の研究開発に
関する委員会において事前評価を実施、以下の通りの評価結果を受けた。 
高速増殖炉の円滑な運転及びそれに伴う高速増殖炉サイクル技術に関する研究開発

の推進のためには、地元地域における理解及び当該研究開発と地域との共生は不可欠で
あり、また、高速増殖炉サイクル技術を円滑に進めるためには、本交付金を平成２０年
度から交付することは妥当である。 
なお、交付に当たっては、立地地域のニーズを踏まえ、交付金の交付によって立地地

域の活性化の資するものとし、また、今後の高速増殖炉サイクル技術研究開発や科学技
術・学術の振興に資するものとなるよう、立地地域における本交付金の活用計画につい
て、十分フォローしていくことが必要である。 

５．平成２０年度概算要求内容： 

高速増殖炉が立地する周辺地域の科学技術・学術の振興等を促進する事業に対し交付
を行う。 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 
文部科学省（経済産業
省・環境省） 

整理番号 ０４ 

施策名 原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付金 

基本方針 

分類 

主：Ｂ２ 学校教育における原子力を含むエネルギー教育への支援の拡充 

従： 

大綱分類 
主：１－５－２ 学習機会の整備・充実 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － 530 483 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 530 483 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

国民一人一人が原子力やエネルギーについて、理解を深め、自ら考え、判断する力を
身につけるための環境の整備を図る観点から、全国の各都道府県が学習指導要領の趣旨
に沿って主体的に実施する原子力やエネルギーに関する教育に係る取組等に対して交
付金を交付する。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

上記により、平成１８年度までに３４府県において、原子力やエネルギーに関する教
育についての基盤の整備を図っている。また今後、立地地域での高等学校における原子
力人材育成等が促進されることが期待される。 
（平成１９年度は４０都府県に交付予定） 
 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

全国の各都道府県が学習指導要領の趣旨に沿って主体的に実施する原子力やエネル
ギーに関する教育に係る取組に対して交付するとともに、立地地域での高等学校におけ
る原子力人材の育成等についての取り組みに対して支援を行う。 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

様式２ 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ０５ 

施策名 大型再処理施設等放射能影響調査交付金 

基本方針 

分類 

主：Ｂ３ 立地地域のニーズに一層対応した電源立地地域対策交付金制度の改

良・改善 

従： 

大綱分類 
主：１－５－３ 立地地域との共生 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － 3,458 3,780 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 3,458 3,780 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

大型の再処理施設においては他の原子力施設に比べ比較的多種・多様の人工放射性核

種の放出が予測される。こうした状況に対し、再処理施設の立地促進のより一層の円滑

化を図るため、再処理施設から放出される放射性物質について、生物圏における挙動、

周辺環境及び生物体に与える影響に関する詳細かつ継続的な調査を実施し、再処理施設

の周辺住民の不安解消に資する。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

・大型再処理施設の本格操業が予定されている青森県内の空間放射線（能）の分布を明

らかにすると共に、再処理施設の立地安全審査に採用されたパラメータの妥当性を検証

する。これまでに、青森県内の空間放射線（能）の分布と季節変動などのおおよそのバ

ックグラウンドデータを蓄積した。今後、大型再処理施設稼動後のデータとの比較を行

う。 

・放射性物質の環境循環機構を解明する。これまでに、外部被ばく及び放射性物質の環

境移行モデルに基づく被ばく線量評価モデルのプロトタイプを製作した。今後、評価モ

デルの検証を行うとともに、モデルの高精度化を行う。 

・六ヶ所村沖合海域における放射性物質の移行に関する定量的な評価モデルを確立する。

様式２ 
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これまでに、大型計算機を用いた評価モデルを作成し、今後、モデルの小型化を行うと

ともに、評価モデルの検証と高精度化を行う。 

・再処理施設に対する青森県民の健康不安の解消に資するデータを蓄積し、公表する。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

事業の継続を行い、大型再処理施設から放出される放射性物質の影響調査を実施する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ０６ 

施策名 固体廃棄物減容処理施設の整備 

基本方針 

分類 

主：Ｃ３ ＲＩ・研究所等廃棄物の処分についての必要な環境の整備  

従：  

大綱分類 

主：１－３   放射性廃棄物の処理・処分 

従：３－１－３ 革新的な技術システムを実用化候補まで発展させる研究開発 

 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地勘定） － － － 

エネ特会（利用勘定） － 445 － 

合計 － 445 － 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

核燃料サイクルの確立は国の基本方針であり、FBR サイクル技術はその有力な選択肢で、

研究開発の継続的実施が重要である。原子力機構大洗研究開発センターにおいては、この

研究開発の一環として、高速実験炉で照射した燃料及び材料の照射後試験を行っている。 

上記に伴い TRU 核種を含む放射性固体廃棄物（以下、「当該廃棄物」という。）が発生す

るが、これを保管する貯蔵施設の保管余裕が逼迫しており、平成 24年度には限界に達する。

FBR サイクル実用化研究開発を推進するためには、固体廃棄物減容処理施設（以下、「本施

設」という。）を整備することは必要不可欠である。また、今後の照射後試験施設の廃止措

置に伴い、当該廃棄物が大量に発生する。このため、当該廃棄物の減容処理を行う本施設

を大洗研究開発センターに整備する。なお、本施設は平成 24年度の運転開始を目指し、廃

棄物管理事業の変更許可を取得した上で、平成 20年度に施設建設工事に着手する。 

本施設における当該廃棄物の処理を確実に進めることで、FBRサイクル実用化研究開発を

始めとする原子力開発の推進及び原子力施設の計画的な廃止措置の実施を確実に進めるこ

とができる。 

また、本施設の運用を通して、核種移行挙動に係る知見、溶融固化体の浸出率等の物性

データ取得、廃棄体確認手法の構築等を今後の放射性廃棄物の処理・処分研究に反映する

様式２ 
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ことができるとともに、放射性廃棄物の処理・処分に対する原子力機構の取組み姿勢を示

すことにより、立地地域の「放射性廃棄物の処理・処分体制の早期整備」に関する強い要

望に応えることができる。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【期待される成果】 

・本施設において、FBRサイクル実用化研究開発により発生する当該廃棄物を焼却、溶融等

により処理することで、概ね 3 分の 1 に減容されることから、限界に近い当該廃棄物の貯

蔵施設の保管余裕を改善でき、FBRサイクル実用化研究開発の円滑な試験計画の推進が可能

となる。 

・FBRサイクル実用化研究開発に使用した照射後試験施設の廃止措置に伴う当該廃棄物の発

生を考慮しても、新たな廃棄物貯蔵施設を増設することなく研究開発を進めることができ

る。 

・また、本施設の運用を通して、当該廃棄物の処理技術及び遠隔運転・保守技術等のノウ

ハウを蓄積することができるとともに、廃棄体作製時に必要となる分別記録や運転条件等

の品質管理システム構築、廃棄体確認手法の構築、核種移行挙動に係る知見及び溶融固化

体の浸出率等の物性データなどの取得により、今後の廃棄物処理・処分研究に反映するこ

とができる。 

・本施設により確実に放射性廃棄物の処理実績を積上げていくことは、放射性廃棄物に対

する原子力機構の取組み姿勢を示すことにより、原子力利用に対する国民の理解を得ると

ともに、原子力事業が立地する地域の「放射性廃棄物の処理・処分体制の早期整備」に関

する強い要望に応え、高い信頼を得ることができる。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成 18 年度に原子力機構の「バックエンド推進・評価委員会（外部委員より構成）」の

事前評価を受け、本施設の整備に関する「目的・意義の妥当性」、「計画の妥当性」及び「進

め方の妥当性」の観点から、総合的に「妥当」との評価を得た。 

また、平成１９年８月に原子力研究開発作業部会及び原子力分野の研究開発に関する委

員会（第２４回委員会）で審議され、「平成２４年度までに合理的な固体廃棄物減容処理施

設を整備することは不可欠であり、本施設は早急に整備すべきである。」との評価を得た。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

本施設の整備（施設の建設工事に着手する） 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省（経済産業

省） 

整理番号 
０７ 

施策名 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発 

基本方針 

分類 

主：Ｃ２ 高レベル放射性廃棄物等地層処分の実現に向けた基盤的な研究開発等

の計画的推進 

従： 

大綱分類 

主：１－３ 放射性廃棄物の処理・処分 

従：３－１－４ 革新技術システムを実用化するための研究開発 

  ３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 8,997 8,937 

合計 － 8,997 8,937 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

我が国における高レベル放射性廃棄物の最終処分を計画的に進めるため、原子力発電環境

整備機構による事業の推進と国による安全規制の整備とに資する技術基盤を構築していく

必要がある。このため、地層処分技術に関する研究開発の中核的機関として、深地層の研究

施設等を活用し、深地層の科学的研究、地層処分技術の信頼性向上と安全評価手法の高度化

に向けた研究開発を推進し、地層処分システムの安全性を示す論拠（セーフティーケース）

の作成に必要な知識ベースの拡充と公開、地質環境調査・評価技術の開発および体系化と適

用性の確認を行う。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

日本原子力研究開発機構は、当該研究開発の中核的推進機関として研究開発を進め、

様式２ 
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平成 11 年 11 月に「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地

層処分研究開発第２次取りまとめ-」（以下、「第２次取りまとめ」）を取りまとめた。こ

れらの成果を踏まえ、最終処分の法律の制定、実施主体の設立、安全規制の基本的考え

方（一次報告）の策定など処分の事業化が進展した。 

その後、平成１７年９月には、第２次取りまとめ以降の研究開発成果や今後の課題を

網羅的に整理するとともに、処分事業と安全規制の双方に資する技術基盤をより確かな

ものとするための研究開発の方向性を示した報告書を取りまとめ、公表した。 

また、平成１９年３月には、実施主体が行うべき概要調査等に資する技術基盤の整備と

して、深地層の研究施設計画における第１段階（地上からの調査研究段階）の成果を取

りまとめた。 

【期待される成果】 

第１期５ヵ年の中期計画において、深地層の研究施設計画を含めた研究開発を着実に

行うことにより、処分事業と安全規制に必要な技術基盤を整備していく。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

第１期（平成１７年度下期～平成２１年度）中期計画については、独立行政法人評価

委員会による外部評価を受けている。また、平成１８年度の成果に対する外部評価を受

けているところである。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

深地層の研究施設等を活用して、処分技術の信頼性向上、安全評価手法の高度化に向

けた研究開発を着実に推進し、処分事業と安全規制を支える技術基盤を整備する。また、

得られた成果を体系的に管理し、適切に伝達・継承していくため、平成１９年度に実施

する詳細設計に基づき、知識マネジメントシステムの製作を開始する。 

瑞浪超深地層研究所及び幌延深地層研究所においては、研究坑道の掘削及びこれに伴

う調査研究を着実に進める。また、これらの計画を進めるために不可欠な施策として、

瑞浪の周辺用地整備を継続するとともに、幌延の国際交流施設の建設を開始する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

経済産業省と連携をとりながら、研究開発を実施している。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ０８ 

施策名 研究施設等廃棄物の処分の推進 

基本方針 

分類 

主：Ｃ３ 研究施設等廃棄物の処分についての必要な環境の整備 

従： 

大綱分類 
主：１－３「放射性廃棄物の処理・処分」 

従： 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 1,300 

エネ特会（立地対策） －  

エネ特会（利用対策） － 3,033 

合計 － 4,333 

 

(２０年度新規事業） 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

研究施設等廃棄物の処分は、健全な原子力利用を継続し、さらに発展させるために

は不可欠であり、同廃棄物の処分事業が進まない場合には、原子力開発に関わる研究

活動や各種事業の推進に大きな影響を及ぼすことも考えられる。 

このため、できるだけ早期に研究施設等廃棄物の処分事業が開始できるよう、処分

事業に必要な環境整備を着実に実施する必要がある。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

研究施設等廃棄物の処分の推進のための環境整備を行うことで、長期間にわたる処

分事業が確実かつ円滑に行われることが期待される。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 平成１９年８月科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力分野の研究開発に

関する委員会において事前評価を実施し、本事業を実施することは妥当との評価を受け

た。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

 処分費用の約９割を占める日本原子力研究開発機構において、所要の経費の積立てを

開始する。 

 

様式２ 
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６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積もりヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ０９ 

施策名 高速増殖原型炉「もんじゅ」 

基本方針 

分類 

主：Ｄ３ 高速増殖炉サイクルの実用化に向けた取組の計画的推進 

従： 

大綱分類 

主：３－１－３ 革新的な技術システムを実用化候補まで発展させる研究開発 

従：２－１－１ 原子力発電 

  ３－２ 大型研究開発施設 

  ３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 - － － 

エネ特会（立地対策） - － － 

エネ特会（利用対策） - 19,100 19,100 

合計 - 19,100 19,100 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

エネルギー資源の乏しい我が国のエネルギー自給率の向上とエネルギーの安定供給

のためには、高速増殖炉サイクル技術の確立は必須である。 

高速増殖原型炉「もんじゅ」は、自主技術開発により設計・建設が進められた電気出

力２８万ｋＷの我が国初の高速増殖炉（ＦＢＲ）発電プラントであり、発電プラントと

しての信頼性の実証とナトリウム取扱技術の確立を所期の目的としており、高速増殖炉

サイクル技術の研究開発において世界でも数少ない国際的な研究開発拠点として位置

付けられる。「もんじゅ」の運転再開後の試験や運転・保守を通じて得られる成果は、

ＦＢＲ実用化研究開発を進めるため必須であることから、以下のとおり運転再開に向け

た準備を行っている。 

平成 7 年 12 月に発生したナトリウム漏えい事故後、原子炉を停止し、性能試験を中

断している「もんじゅ」では、徹底した原因究明及び設備全体にわたる安全性総点検を

行い、これらの結果を踏まえ原子炉設置変更許可申請を行い、平成14年12月許可を得、

平成 16 年 1 月にはナトリウム漏えい対策等に係る設計及び工事の方法の変更が認可さ

様式２ 
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れた。また、平成 17 年 2 月には地元から安全協定に基づく改造工事着手に関する事前

了解が得られた。 

これらを踏まえて、平成 17 年 9 月より本格的に改造工事に着手し、平成 19 年 5 月に

はすべての工事を終了した。平成 18 年 12 月には改造した設備の機能を確認する工事確

認試験を開始している。 

ナトリウム漏えい事故以降に停止期間が長期化したことにより、保管状態にある燃料

集合体の燃料組成が変動し、運転再開前に燃料取替えが必要となることから、平成 18

年 10 月に原子炉設置変更許可申請を行い、平成 19 年 8 月末現在、行政庁による一次審

査が終了し原子力委員会及び原子力安全委員会による二次審査が開始されている。 

平成 20 年度においては、工事確認試験に引続き行うプラント確認試験を行ない、ナ

トリウム漏えい事故に伴い休止している性能試験を再開（運転再開）する。このための

燃料取替、施設及び設備の安全確保や長期停止状態にあった設備機器の健全性確保に必

要な補修等を計画的に行う。また、「もんじゅ」を利用した福井地区の「研究開発拠点

化計画」の実現に向けた取組みも実施していく。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

・「常陽」及び大洗工学センターにおける研究開発成果を基に、設計・建設を行い、平

成 6 年初臨界、平成 7 年初送電を達成し、40％出力までの試験運転を行った。 

・平成７年のナトリウム漏えい事故以降には、性能試験データによる設計・建設妥当性

の確認研究/「もんじゅ」データに基づくＦＢＲ実用化に向けた研究開発/ 国際特別研

究員参加による世界に開かれた研究開発活動の展開や国際会議等の開催による積極的

な情報交換/漏えい事故から得られた新たな知見等の普及、等を行い、国内外に成果を

公表してきた。また、「もんじゅ」に係るＩＳＩ（供用中検査）技術やプラント異常診

断技術等の研究開発の推進を行うとともに、ＦＢＲサイクル総合研修施設を設置（平成

12 年 9 月）し、広く機構外を含めた研修を行ってきた。 

また、性能試験データを用いた確認研究としてナトリウム系統と水蒸気系統との連成

解析によるプラント特性解析コードの精度向上、ＦＢＲ実用化に向けた研究開発として

「もんじゅ」実データに基づくプラント熱過渡裕度評価等を進めた。敦賀国際エネルギ

ーフォーラムや「もんじゅ」－フェニックス－スーパーフェニックス－「常陽」技術情

報交換会議等の国際会議にて、ナトリウム冷却系に対する改造工事実施についての意見

交換を行った。 

・ナトリウム漏えい対策等の改造工事では、系統内にナトリウムを保有した状態での２

次主配管の一部を交換する等の工事を平成 19 年 5 月に完了し、ナトリウム取扱技術の

確立に向けた技術蓄積を行った。 

・信頼回復に向けた新たな取組みとして、改造工事期間中に想定される「事故・トラブ
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ル事例集」を作成し、地域住民はもとより広く資料の公開を行った。 

【期待される成果】 

・運転再開後、原型炉としての設計手法の妥当性検証を踏まえ、所期の目的である高速

増殖炉発電プラントとしての信頼性を実証するとともに、その運転経験等を通じナトリ

ウム取扱技術を確立し、その成果を FBR サイクル技術の実用化に向けた研究開発に反映

する。 

・長期的には実用化に向けた高燃焼度燃料などの経済性向上技術の実証、超ウラン元素

の燃焼や長寿命核分裂生成物の核変換等に関するデータ蓄積など実規模の高速中性子

を提供する場として活用し、環境負荷低減技術の実証を行い、FBR サイクル技術の確立

に資する。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

【国による方針の提示】 

「もんじゅ」の意義・役割については、平成7年のナトリウム漏洩事故以降、平成12年

の原子力委員会長期計画策定会議、平成17年度の新計画策定会議においてFBRサイクル

技術の研究開発と併せて議論・評価が行われ、平成17年10月に原子力委員会がまとめた

「原子力政策大綱」にその必要性が明記されている。 

また、その後、文部科学省がとりまとめた「高速増殖炉サイクルの研究開発方針につ

いて」、経済産業省が取りまとめた「原子力立国計画」等に基づき、平成18年12月に原

子力委員会が決定した「高速増殖炉サイクル技術の今後10年程度の間における研究開発

に関する基本方針」に研究開発の進め方が明確に示された。 

【方針の概要】 

・研究開発に関する基本方針（H18 年 12 月、原子力委員会決定）において、以下の通

りとされている。（主旨） 

安全の確保を大前提に、立地地域住民との相互理解活動を進め、2008 年度に高速増

殖原型炉「もんじゅ」の運転を再開し、10 年程度以内を目途に所期の目的を達成し、

引き続き、高速増殖炉の実用化に向けた研究開発等の場として活用・利用する。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

ナトリウム漏えい対策等を施した設備機器や長期停止状態から復旧した設備機器等

を総合的に組み合わせ、原子炉施設として要求されるプラント機能の確認を行うプラン

ト確認試験を行ない、ナトリウム漏えい事故に伴い休止している性能試験を再開（運転

再開）し、炉心性能等の確認を行う。また、運転再開に伴う施設及び設備の安全性や健

全性確保に必要な点検・補修等を計画的に行う。 

 



 

 19 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

・「もんじゅ」の行政訴訟判決については、平成 17 年 5 月 30 日に最高裁判所より、「原

判決を破棄･控訴を棄却」とする国側勝訴の判決がなされた。 

・総合科学技術会議が策定した「第 3 期科学技術基本計画（平成 18 年 3 月閣議決定）」

において、国の戦略重点科学技術のうち、「高速増殖炉サイクル技術」が国家基幹技術

へ選定された。 

・経済財政諮問会議が策定した「骨太の方針 2006（平成 18 年 7 月閣議決定）」におい

て、成長力・競争力を強化する取組みとして、「高速増殖炉の早期実用化へ円滑に移行

する等の「原子力政策大綱」を踏まえた取組み」が明記された。 

・資源エネルギー庁が策定した「エネルギー基本計画（平成 19 年 3 月閣議決定）」にお

いて、我が国のエネルギー安定供給に大きく貢献するものとし、「原子力政策大綱」を

踏まえた高速増殖炉サイクルの早期実用化計画の推進が明記された。 

・また、2025 年までを視野に入れ、我が国の短期、中長期に亘り取組むべき政策を示

した「長期戦略指針「イノベーション２５」（平成 19 年 6 月閣議決定）」においては、

世界的課題解決に貢献する社会を構築するエネルギー分野の取り組みの一つとして国

の戦略重点科学技術と位置づけられた「高速増殖炉（ＦＢＲ）サイクル技術」が選定さ

れている。 
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原子力関係経費の見積もりヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １０ 

施策名 高速増殖炉サイクルの実用化に向けた研究開発 

基本方針 

分類 

主：Ｄ３ 高速増殖炉サイクルの実用化に向けた取組の計画的推進 

従：  

大綱分類 

主：３-１-３ 革新的な技術システムを実用化候補まで発展させる研究開発 

従：２-１-１ 原子力発電 

  ３-４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 - - - 

エネ特会（立地対策） - - - 

エネ特会（利用対策） - 9,000 6,500 

合計 - 9,000 6,500 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

エネルギー資源の乏しい我が国においては、使用済燃料を再処理し回収されるウラ

ン･プルトニウム等を有効利用する高速増殖炉サイクル技術により、長期的なエネルギ

ー安定供給を確保することは、国の存立基盤をなす重要な課題である。このため、安全

性を大前提に将来の軽水炉と比肩する経済性を有し、資源有効利用性、環境負荷低減性、

核拡散抵抗性等を有する高速増殖炉サイクル技術の適切な実用化像と実用化に至るま

での研究開発計画を平成２７年頃に提示する。また、このため、革新的な技術の開発を

継続し、平成２２年頃に採用する技術を決定する。 

高速増殖炉サイクル技術は、原子力エネルギーの持続的利用と地球環境保全を同時に

達成でき、我が国のみならず世界のエネルギー問題の解決に寄与することから、その研

究開発の優先度は高い。 

そのため、高速増殖炉サイクル技術は、平成１８年３月に閣議決定された第３期科学

技術基本計画において国家基幹技術として位置付けられた。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

ＦＢＲサイクル実用化戦略調査研究フェーズⅠ(平成１１～１２年度)においては、幅

広い技術選択肢の評価を行い実用化候補概念として有望な複数の概念を抽出した。これ

様式２ 



 

 21 

に続くフェーズⅡ（平成１３～１７年度）においては、開発目標(安全性、経済性、資

源有効利用性、環境負荷低減性及び核拡散抵抗性)への適合性と技術的な実現性の観点

から各候補概念を比較し、研究開発の重点化の考え方(主概念と補完的概念の選定）、技

術体系整備に向けた平成２７年頃までの研究開発計画とそれ以降の課題(軽水炉サイク

ルからＦＢＲサイクルへの移行方策、国際協力、開発リスクなど)を取りまとめた。後

述するフェーズⅡ成果の国の評価とそれを踏まえた国の方針の提示を受け、平成１８年

度からは、『高速増殖炉サイクル実用化研究開発』として、実用化に集中した技術開発

を行い、研究開発を加速することとした。 

【期待される成果】 

高速増殖炉サイクルの実用化によって、ウラン資源の利用効率が飛躍的に向上し、我

が国の長期的なエネルギー安定供給が確保できるとともに、高レベル放射性廃棄物中に

長期(数１０万年程度)に残留する放射能を少なくして、環境負荷を低減することが可能

となる。また、本研究で培われた技術によって将来エネルギーの技術的選択肢が拡大す

るとともに、現行の軽水炉サイクルの技術基盤の支援・向上に資する等、我が国の核燃

料サイクル技術全体への貢献が可能である。 

このため、平成１８年度以降、高速増殖炉サイクル技術の革新的な技術の研究開発を

行うとともにシステム設計研究を行い、平成２２年頃に採用すべき技術を決定し、平成

２７年頃に高速増殖炉サイクルの適切な実用化像と実用化に至るまでの段階的な研究

開発計画を提示する。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

国は、平成１８年３月に日本原子力研究開発機構及び日本原子力発電(株)が、電力中

央研究所、メーカー、大学等と協力して取りまとめた｢高速増殖炉サイクルの実用化戦

略調査研究フェーズⅡ最終報告書｣を文部科学省の｢原子力分野の研究開発に関する委

員会｣で評価し、平成１８年１０月、「幅広い戦略的な調査という方向性を変更し、今後

は『高速増殖炉サイクル実用化研究開発』として、実用化に集中した技術開発を行い、

研究開発を加速する」との研究開発方針を取りまとめた。また、経済産業省の「原子力

部会」は、平成１８年８月、「実証炉及び関連サイクル施設の２０２５年頃までの実現」

や「２０５０年より前に商業ベースでのＦＢＲの導入を開始」等を目指すとした「原子

力立国計画」を取りまとめた。さらに、原子力委員会は、これらに基づき、平成１８年

１２月、「高速増殖炉サイクルの実用施設及び実証施設の概念設計並びに実用化に至る

までの研究開発計画を２０１５年に提示することを目指す」等とした原子力委員会決定

を行った。 

また、日本原子力研究開発機構は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文

部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に基づく外部評価として、高速増

殖炉サイクル実用化研開発の当面５年間の研究開発計画と研究開発体制等について次

世代原子力システム／核燃料サイクル研究開発・評価委員会に諮問し、平成１９年５月
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に概ね妥当との評価を受けた。 

現在、これらの方針・評価に基づき、個別具体的な研究開発課題に取り組んでいる。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

平成２０年度においては、２０５０年より前の高速増殖炉の商業ベースでの導入を目

指し、平成２２年頃に実用施設に採用する革新技術を決定して平成２７年頃に適切な実

用化像と実用化までの研究開発計画を提示できるよう、成立性を確認する要素試験研究

等の拡大等を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

(1) 高速増殖炉サイクル技術は、電気事業者、メーカ等により導入され実用化される

ことを目標としていることから、文部科学省、経済産業省、日本原子力研究開発機構、

電気事業者、メーカは、｢高速増殖炉サイクル実証プロセスへの円滑移行に関する五者

協議会｣やその下の「高速増殖炉サイクル実証プロセス研究会」等において、実証プロ

セスへの移行にあたっての課題を具体的に検討し認識の共有を図っている。その結果、

平成１８年１２月、「基本設計開始までのＦＢＲ研究開発体制」が合意され、中核メー

カ１社に責任と権限及びエンジニアリング機能を集中することとされた。この合意に基

づき、平成１９年４月、日本原子力研究開発機構が三菱重工業（株）を中核メーカに選

定し、同年７月、同社が設立した三菱ＦＢＲシステムズ（株）が業務を開始した。この

ように、高速増殖炉サイクルの確立を目指すオール・ジャパン体制が整備された。また、

平成１９年４月、「高速増殖炉の実証ステップとそれに至るまでの研究開発プロセスの

あり方に関する中間論点整理」が行われ、同年５月に原子力委員会に報告された。 

(2) ＧＩＦ(第４世代原子力システムに関する国際フォーラム)等の国際的共同研究や、

米国のＧＮＥＰ構想(国際原子力エネルギー・パートナーシップ)や日米原子力共同行動

計画等の枠組みを活用し、米国やフランス等とも協力して、高速増殖炉サイクル技術の

共同研究開発を進めている。また、各国の高速増殖炉サイクル推進の動向に留意し、積

極的・戦略的に二国間研究開発協力等を推進している。 

(3) 平成１８年度からは文部科学省が原子力システム研究開発委託費の公募制度によ

り、また、平成１９年度からは経済産業省が委託事業により、効果的、効率的に研究開

発を推進している。 

(4) 高速実験炉「常陽」、高速増殖原型炉「もんじゅ」等の施設を活用し、革新技術の

成立性など裏打ちする要素試験を実施する。 

(5) 国内外の研究機関、大学、民間等の研究者等と共同して、高速増殖炉サイクル技

術の確立に向け、人材育成に配慮した研究開発を進める。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １１ 

施策名 高速実験炉「常陽」 

基本方針 

分類 

主：Ｄ３ 高速増殖炉サイクルの実用化に向けた取組の計画的推進 

従：  

大綱分類 

主：３－１－３ 革新的な技術ｼｽﾃﾑを実用化候補まで発展させる研究開発 

従：３－２ 大型研究開発施設 

  ３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 2,980 3,199 

合計 － 2,980 3,199 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

「常陽」においては、運転を通じてプラントデータ（炉心・プラント特性）を取得する

とともに、高速中性子を用いた燃料・材料の照射を行い、高速増殖炉（FBR）開発のための

基礎・基盤的なデータを取得する。 

また、FBRサイクル実用化研究開発に反映するための材料及び燃料等の照射データを取得

するため、環境負荷低減を図るマイナーアクチニド含有燃料や燃料の高燃焼度化を可能と

する酸化物分散強化型被覆管の照射を行う。 

さらに、大学の核融合用材料研究等外部研究機関からの受託照射等を着実に実施する。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

「常陽」は、これまでFBRの実用化を目指した研究開発に必要なデータの取得を行ってき

ており、得られた成果は、2,000件を超える技術資料としてまとめ、高速増殖原型炉「もん

じゅ」の開発等に反映してきた。具体的には、 

－国産技術により、わが国最初の高速増殖炉の設計、許認可、建設を完遂するとともに、

70,798時間を超える運転を行い、貴重なプラント経験を蓄積した。 

－FBRの基本的な特長の一つである炉心の増殖性を実証した。また、「常陽」の使用済燃料

様式２ 
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からプルトニウムを回収し、燃料として再び「常陽」に装荷することにより、FBRサイクル

の輪を実証した。 

－７万本を超える運転用燃料要素に１本の破損もなく、燃料要素の信頼性が極めて高いこ

とを示した。また、先行試験として「もんじゅ」等後継炉用に開発した材料を運転用燃料

等に使用し、製造性も含めた技術の実証を行った。 

－90本を超える照射用集合体を照射し、照射条件として、燃焼度144,000MWd/t、高速中性

子照射量2.3ｘ1023ｎ/cm3を達成した。 

－燃料溶融限界線出力試験、燃料破損模擬試験、自然循環試験などの特殊試験を実施し、

FBRの炉心特性及びプラント特性に関する貴重なデータを蓄積した。 

－平成16年度から、照射性能を向上させたMK-III炉心での運転を開始し、

高速炉の実用化に向けた燃料や材料の照射試験を実施している。これまでに、

FBRの受動的安全性を高める自己作動型炉停止機構の炉内試験を実施し、その信頼性を実証

した。さらに、環境負荷低減のためのマイナーアクチニド含有燃料の照射試験を行い、燃

料設計に必要なデータを取得した。 

【期待される成果】 

・FBR実用化に向けた高性能燃料・材料開発として、コスト低減化のための高燃焼度燃料の

照射試験や、環境負荷低減のためのマイナーアクチニド含有燃料の照射試験、安全性向上

のための過渡照射試験を継続する事により、「FBRサイクル実用化研究開発」に不可欠な照

射データを取得し、FBRサイクルのコスト低減や環境負荷低減、核不拡散性向上に貢献する。 

・高燃焼度化及び長寿命化を目指す「もんじゅ」炉心の高度化にも反映し、「もんじゅ」

運転経費の低減に寄与する。 

・世界的にも貴重である高速中性子照射施設として、大学や他の研究機関に照射機会

を提供することにより、材料開発等基盤的科学技術の進展に寄与する。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成14年にサイクル機構（現独立行政法人日本原子力研究開発機構）の課題評価委員会

の中間評価を受け、「常陽」の運転、照射試験によって得られた成果及びMK-Ⅲ炉心におけ

る今後の照射試験計画と進め方等について妥当と評価された。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

「常陽」の MK -Ⅲ炉心の運転・照射試験、設備維持（第 15 回施設定期検査）、燃料製造及

び関連研究開発等を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １２ 

施策名 プルトニウム燃料製造施設（ＭＯＸ燃料製造技術開発） 

基本方針 

分類 

主：Ｄ３ 高速増殖炉サイクルの実用化に向けた取組の計画的推進 

従：  

大綱分類 

主：３－１－５ 既に実用化された技術を改良･改善するための研究開発 

従：３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 - - - 

エネ特会（立地対策） - - - 

エネ特会（利用対策） - 2,740 2,906 

合計 - 2,740 2,906 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

高速増殖炉サイクルの実用化に必要不可欠なプルトニウム･ウラン混合酸化物(MOX)

燃料の製造技術及び関連技術（分析技術、保障措置技術等）の開発を進め、「もんじゅ」、

「常陽」への燃料供給等を通じて実証を図るとともに、さらなる経済性向上のための燃

料の高燃焼度化、燃料製造プロセスの革新・簡素化に関する開発を行う。また、開発し

た技術を軽水炉用MOX燃料加工事業者に提供し、国内技術としての定着を目指す。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

国内で唯一のプルトニウム燃料（MOX燃料）製造施設として、1967年以降、これまで

に「常陽」、「もんじゅ」、「ふげん」等に累積製造量で約170トンMOX（約6トンPu）のMOX

燃料を製造（平成19年3月末現在）し、これらの燃料はすべて炉内において健全であっ

様式２ 
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たことが確認されている。 

また、独立行政法人日本原子力研究開発機構の設備・人材を活用した受託試験の実施、

技術者の派遣、民間MOX燃料加工事業者である日本原燃（株）の運転員の教育・訓練等

により技術移転を継続して進めている。 

 

【期待される成果】 

高速炉用MOX燃料製造技術開発を進め、高速増殖炉（「もんじゅ」、「常陽」）へのMOX

燃料の供給を通じて実用化に必要な量産規模での技術を実証するとともに、経済性向上

を目指した技術開発（簡素化プロセス技術、高燃焼化等）等を進める。 

あわせて、これまで蓄積してきた燃料製造技術のうち、軽水炉MOX燃料製造に反映で

きる技術については、積極的に民間MOX燃料加工事業者である日本原燃（株）への技術

移転を進める。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成15年度にサイクル機構（現独立行政法人日本原子力研究開発機構）

の研究開発課題評価委員会において、「MOX燃料製造技術」に関する中間

評価が行われ、開発成果と今後の研究計画について妥当との評価を受けた。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

高速炉用MOX燃料製造技術開発を進め、遠隔自動化による量産技術の実用化に必要な

開発を行う。また、技術開発に必要な設備の整備を行う。さらに、民間MOX燃料加工事

業者である日本原燃（株）への技術移転を進める。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積もりヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １３ 

施策名 原子力システム研究開発委託費 

基本方針 

分類 

主：Ｄ３ 高速増殖炉サイクルの実用化に向けた取組の計画的推進 

従： Ｄ６ 軽水炉核燃料サイクル技術の高度化 

Ｇ３ 我が国の原子力分野における人材育成、確保に向けた取組の推進 

大綱分類 

主：３－１－３ 革新的な技術システムを実用化候補まで発展させる研究開発 

従：２－１－１ 原子力発電 

 ：３－１－２ 革新的な技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探索す

る研究開発 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 6,307 5,205 

合計 － 6,307 5,205 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

２１世紀を展望すると、次世代軽水炉・高速増殖炉とともに、高い経済性と安全性を

もち熱利用等の多様なエネルギー供給や原子炉利用の普及に適した革新的な原子炉が

期待される。また、使用済燃料や放射性廃棄物の処理・処分問題の緩和、核拡散抵抗性

の向上等の特長を有する革新的な核燃料サイクルの実現についても期待されている。 

このような状況の下、革新的原子力システムの実現に資する研究開発を目的として、

競争的研究資金制度を適用し、国が推進すべきと評価した原子炉技術や燃料サイクル技

術等の研究開発を行う特別推進分野及びその候補となる研究開発を行う基盤研究開発

分野を実施する。また、基盤研究開発分野において若手研究者を対象に技術の発展性が

見込める斬新な研究開発を実施する。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

本事業を通じて、原子力技術開発にブレークスルーをもたらす要素技術の涵養、産学

官連携を重視した原子力の技術基盤の維持発展、多様なアイデアによる科学技術の活性

様式２ 
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化、若手研究者を対象とした募集区分による人材育成への貢献が期待される。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

本事業は競争的研究資金制度を適用しており、ＰＤ・ＰＯ・審査委員会による事前評

価を実施して研究開発課題を採択する。研究機関が３年を超えるものは、３年目終了ま

でに中間評価を実施する予定。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

「特別推進分野」においては、文部科学省が実施した「ＦＢＲサイクル実用化戦略調

査研究フェーズⅡ最終報告書」の評価において有望とされた革新的原子力システム（主

概念：ナトリウム冷却高速増殖炉（ＭＯＸ燃料）、先進湿式法再処理、簡素化ペレット

法燃料製造）に関する技術開発課題を対象として、平成１８年度採択課題の研究開発を

引き続き推進する。 

「基盤研究開発分野」においては、平成１７、１８、１９年度採択課題の研究開発を

引き続き推進する。 

新たに革新的原子力システムの実現に資する研究開発を募集し、課題選定の後、研究

開発を実施する。 

 新規に募集する分野としては、革新的な技術及びそれらの開発を支える共通基盤技術

を創出する研究開発を平成１８年度から引き続き募集する（基盤研究開発分野：革新技

術創出型研究開発）。 

平成１９年度に研究開発が終了した課題の事後評価を行う。 

なお、国が推進すべきと評価した原子炉技術や燃料サイクル技術等の研究開発（特別

推進分野）の募集については、平成２０年度は実施しない。 

平成１９年度から引き続き、募集、課題選定審査、課題管理等に関する業務を科学技

術振興機構（JST）へ事務委託する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １４ 

施策名 重粒子線がん治療研究の推進 

基本方針 

分類 

主：Ｅ３ 放射線医療技術に関する研究開発 

従： 

大綱分類 
主：２－２「放射線利用」 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 5,979 5,537 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 5,979 5,537 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

がんは１９８１年に日本人の死因の１位となってからも年々増え続け、２０１５年

のがん罹患患者数は８９万人（２０００年は４９万人）に達すると言われている。が

んの罹患率と死亡率を激減させるためには、革新的ながんの治療法の開発が必須であ

るが、放射線医学総合研究所（放医研）において開発された炭素線によるがん治療は、

肝臓、肺、頭頚部のがんのみならず骨・軟部腫瘍などにも効果を発揮しており、ＱＯ

Ｌ（生活の質）の高い治療法の一つとして認められつつある。 

平成１６年度から新たに開始された第３次対がん１０ヵ年戦略においても、「粒子

線治療の臨床的有用性の確立及び治療装置の小型化等」が重点的研究課題の一つとし

て挙げられている。さらに、平成１９ 年６ 月に策定された「がん対策推進基本計画」

においては、重粒子線等を用いた新しい放射線療法の研究開発の推進や、その普及に

おける既存の治療法との比較による優位性や費用対効果等の評価を行っていく必要

様式２ 
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が指摘されていることなど、本事業の推進は、国民の健康の増進に資するこれからの

がん死亡率減少に不可欠であり、大きな役割を果たすと期待される。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

難治がんの治療法の開発、治療の簡素化、治療期間の短縮などが本事業の主目的の

一つであり、治療患者数の増加、治療期間の短縮などの実績からも、より効率的でか

つ安全、効果的な重粒子線がん治療の確立と普及は目前に迫っている。国民医療へ重

粒子線がん治療が定着することにより、本事業の効果は、十分に期待できる。 

炭素線によるがん治療に関して、放医研の世界初の重粒子線がん治療装置ＨＩＭＡ

Ｃを用いた臨床研究が世界をリードしており、本事業は、１３年間の臨床実績等を有

する放医研で実施するのが最も効率的であり、他機関ではなし得ない。 

また、治療患者数、生存率等、あるいは入院期間、治療回数など総合的な医学医療

データを蓄積し、既存のデータと比較検討することにより客観的な事業の評価・検証

によっても、本事業の有効性を検証可能である。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

・ 平成１７年４月に法人の主催する国内外の有識者による国際助言委員会において、

前回（平成１５年）に引き続き高い評価を得るとともにより一層の重粒子線治療

の普及に向けて医学／生物／物理工学の総合的な研究推進が必要との助言を得た。 

・ 平成１８年８月に文部科学省独立行政法人評価委員会にて、第１期中期目標期間

および平成１７年度の年度評価として最も優れたＳ評価を受けた。 

・ 平成１８年８月に文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力

分野の研究開発に関する委員会において、“世界のＣＯＥとして、さらに高度な臨

床データの蓄積および社会的認知度の向上に留意しつつ、今後も計画通り本事業

を実施すべき”との評価を得た。 

・ 平成１８年１０月に総合科学技術会議における、「平成１９年度概算要求における

科学技術関係施策の優先順位付けについて」において、“対がん総合戦略に合う重

要な課題で、成果も上がっていることから着実に推進すべき課題である。”、と評

価された。 
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５．平成２０年度概算要求内容： 

重粒子線を用いて、従来の方法では治療が困難ながん克服のための治療法の臨床研

究を行う。特に適応疾患の拡大、より効果的・効率的な治療法のための最適かつ適正

な照射法の開発、治療に関する総合的データベースの構築と活用等を実施しつつ、情

報提供等、重粒子線がん治療の普及に資する活動を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １５ 

施策名 粒子線がん治療に係る人材育成プログラム 

基本方針 

分類 

主：Ｅ４ 放射線医療分野の専門家の育成、確保 

従： 

大綱分類 
主：２－２「放射線利用」 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 122 40 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 122 40 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

がんは死亡原因の１位を占め、国民の約３割はがんにより死亡している。放射線医

学総合研究所における重粒子線がん治療は、照射線量の集中性や高い生物効果などに

より優れた治療成績をあげており、平成１５年１０月に厚生労働省より高度先進医療

の承認を受けた。また、重粒子線がん治療の普及を見据え、装置小型化にかかる研究

開発を平成１６年度、平成１７年度の２か年で実施し、その成果をふまえ平成１８年

度より群馬大学に技術実証機の整備が着手された。重粒子線をはじめとする粒子線が

ん治療はＱＯＬ（生活の質）の高さからそのニーズが急速に高まりつつあり、今後の

全国的な普及が期待される。現在、既存の６施設以外に既に群馬大、福井県等におい

て進むとともに、全国各地において導入の動きが見られる。 

一方、粒子線がん治療の普及には、粒子線がん治療固有の知識・技術を有した放射

線腫瘍医、医学物理士、診療放射線技師等の専門人材の育成が必要不可欠であるが、
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これまで粒子線がん治療に特化した教育・研修は行われておらず、そうした人材の数

は極めて限られており、本事業を実施する必要がある。 

また、「がん対策基本法」（平成１８年法律第９８号）に「国及び地方公共団体は、

手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す

る医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする」と規

定されており、信頼性の高い治療がすべての施設において適切に行われることが求め

られている。さらに、平成１９年６月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」に

おいて、重点的に取り組むべき課題として「放射線療法及び化学療法の推進並びにこ

れらを専門的に行う医師等の育成」が掲げられ、「特に、放射線療法については、近

年の放射線療法の高度化等に対応するため、放射線治療計画を立てたり、物理的な制

度管理を支援したりする人材の確保が望ましい」との指摘があるところから、本事業

の重要性は益々高まっている。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

標準的なカリキュラムの策定及び既存の施設を活用したＯＪＴを実施するための

体制が整備されることにより、粒子線がん治療固有の知識・技術を有する放射線腫瘍

専門医、医学物理士、診療放射線技師等の専門人材が育成され、信頼性の高い粒子線

治療の実現とその普及が期待される。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

・ 平成１８年８月に文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力

分野の研究開発に関する委員会において、“今後の粒子線治療のニーズに応えてい

くため、大学・学会等における関連する人材育成事業と連携して粒子線がん治療

に係る統一的なカリキュラム等を作成することは、質の高い医療を展開していく

上で必要不可欠なものである”、との評価を得た。 

・ 平成１８年１０月に総合科学技術会議における、「１９年度科学技術関係施策の優

先順位付け等について」の結果において、“放射線治療医、医学物理士の育成は、

最も重要な課題のひとつであり、医療の中の位置づけ等、全体像を厚生労働省と

調整しながら着実に推進すべき課題である。”、と評価された。 
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５．平成２０年度概算要求内容： 

粒子線がん治療に特化した固有の知識・技術を有する放射線腫瘍医、医学物理士、

診療放射線技師等を養成するため、平成１９年度に策定した人材育成カリキュラムに

のっとり、既存粒子線治療施設を活用したＯＪＴを含む研修を実施する。有識者委員

会による研修内容等の指導・評価などの実施、及び粒子線治療装置を有する各施設に

おける研修用機器等の整備を進める。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １６ 

施策名 ＯＥＣＤ／ＮＥＡ分担金、拠出金 

基本方針 

分類 

主：Ｆ３ ＩＡＥＡ、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の国際機関における活動への積極的参

加 

従： 

大綱分類 
主：４－２(２)「国際協力及び原子力産業の国際展開（国際機関との協力）」 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計  108 107 

エネ特会（立地対策）  187 253 

エネ特会（利用対策）  12  12 

合計  307 372 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

核データ、計算コード等原子力研究開発に必要なデータと資料を入手するためにＯＥ

ＣＤ／ＮＥＡのデータバンク事業に参加するほか、特別拠出金を拠出することにより、

原子力施設等の安全性に関する調査、核拡散抵抗性・安全性に優れた原子力技術開発に

係る調査・検討等を行う。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【期待される成果】 

核データ、計算コード等のデータを入手することにより、我が国の原子力研究開発の

推進が図れるほか、原子力施設等の安全性に関する調査を行うことにより、原子力発電

施設等の設置の必要性に関する知識の普及が図られ、もって我が国の原子力施設等の立

地の推進に寄与する。また、核拡散抵抗性・安全性に優れた原子力技術開発に係る調査・

様式２ 
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検討等を行うことにより、我が国一国のみで開発を行うより効果的・効率的に推進する

ことが期待できる。 

【これまでの成果】 

これまで継続的に取り組んできたことにより、我が国の原子力研究開発の推進が図ら

れたほか、効果的・効率的な検討が行われた。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

平成１９年度に引き続き、我が国における原子力の研究開発に寄与する種々の情報、デ

ータ、研究成果の入手のためにＯＥＣＤ／ＮＥＡのデータバンク事業に参加するほか、

特別拠出金を拠出することにより、原子力施設等の安全性に関する調査、核拡散抵抗

性・安全性に優れた原子力技術開発に係る調査・検討等を行う。 

 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡには文部科学省のほか経済産業省が所掌事務に対応した拠出を行

っており、連携を図っている。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １７ 

施策名 大強度陽子加速器計画の推進 

基本方針 

分類 

主：Ｅ５ 量子ビーム施設の利用環境整備 

従：Ｇ１ 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

  Ｇ４ 大型の研究施設・設備の民間等への供用 

大綱分類 

主：２－２ 放射線利用 

従：３－１－１ 基礎的・基盤的な研究開発 

  ３－２ 大型研究開発施設 

  ３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計  26,189 31,112 

エネ特会（立地対策）  － － 

エネ特会（利用対策）  － － 

合計  26,189 31,112 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

日本原子力研究開発機構（原子力機構）と高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）は

共同で、世界最高レベルのビーム強度を持った大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）

を原子力機構東海研究開発センター原子力科学研究所内に建設し、得られる中性子、ミ

ュオン、中間子、ニュートリノ等の多彩な二次粒子を利用して、基礎研究から産業応用

までの幅広い分野を推進する。 

 大強度陽子加速器から得られるビームのうち中性子ビームは、物質の原子スケールで

の構造を調べるための有力な手段である。本計画によって、既存施設（原子力機構ＪＲ

Ｒ－３等）の百倍以上のパルス中性子ビーム強度が実現されることから、量的だけでな

く質的に異なる新しい研究分野や産業応用分野での利用が開拓される。 

また、ニュートリノビームを用いたニュートリノ振動の研究やＫ中間子ビームを用い

様式２ 
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た新しい原子核と核力の研究を行う。これらの分野では、我が国の研究レベルは世界を

リードしており、本施設の完成により、世界のリーダーシップを今後とも継続・発展さ

せていく。 

 なお、平成２０年度後半からのビーム供用開始を控え、今後は、平成１９年６月の科

学技術・学術審議会大強度陽子加速器計画評価作業部会報告書の内容を踏まえ、施設の

円滑な運用体制や利用体制の構築を目指す。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【期待される成果】 

平成２０年度以降、物質・生命科学実験施設及び原子核・素粒子実験施設の供用を順

次開始しながら、加速器の目標出力を達成する。物質・生命科学実験施設では、これま

での国内施設に比べ百倍以上強度の高い中性子ビームを用いて、高温超伝導機構の解明、

高性能電池材料及び高分子材料等の新材料の開発、創薬関連タンパク質の水素・水和構

造決定及び機能の解明等が期待される。 

【これまでの成果】 

 リニアック(線形加速器)では、加速器機器等の据付工事を完了後、ビーム試験を開

始し、所期のエネルギー１８１ＭｅＶでの加速性能を確認した。３ＧｅＶシンクロトロ

ンでは電磁石及び電磁石電源等の据付を完了させ、トンネル内において通電試験を実施

中である。また、５０ＧｅＶシンクロトロンでは、主要電磁石の据付工事を終了し、一

部の真空試験を開始した。 

物質・生命科学実験施設では、建家工事が完了し、陽子ビーム輸送系磁石の据付け及

び水銀ターゲット装置などの中性子源機器の据付が終了した。中性子ビームライン遮蔽

体の据付工事を開始した。ミュオン実験設備では、ミュオン生成ターゲット及び周辺機

器の据付が終了した。 

また、原子核・素粒子実験施設（ハドロン実験施設）では、建家工事及び内部での遮

蔽体工事を終了し、５０ＧｅＶシンクロトロンから分岐するビーム輸送系電磁石の据付

を終了した。ニュートリノ実験施設ではターゲット部の地下トンネル工事が進行中であ

り、前置検出器建家（ニュートリノモニター棟）の地盤造成工事を開始した。また、ニ

ュートリノ収束のための電磁ホーン及びシンクロトロンから陽子ビームを導く超伝導
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磁石の通電試験を実施中である。 

さらに、全施設で調整試験が本格化するのに伴い、原子力機構とＫＥＫが共同で運営

するＪ－ＰＡＲＣセンターを平成１９年４月に全施設を含む組織体制に拡充した。 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

○ 平成１２年８月：原子力委員会及び学術審議会「大強度陽子加速器施設計画評価専

門部会」（事前評価） 

  「科学技術・学術的な意義、経済的・社会的な意義が双方とも十分に認められ、今

後のわが国の発展に大きく寄与するものと考えられる。本計画は、わが国はもとよ

り全世界の研究者が利用可能な国際的に開かれた研究プロジェクトであり、本施設

は国際公共財と考えられる。（中略）本計画は積極的に進めるべきものであり、早

期に着手すべきであると評価する。しかしながら、（中略）我が国の現下の財政状

況を踏まえれば、緊急性、重要性の高いものから実現することを考える必要がある。

このため、現実的な資金計画を作成するとの観点から、各施設のプライオリティ付

けを行った上で、必要な性能を落とすことなく、順次建設に着手することが必要で

ある。」 

○ 平成１５年１２月：科学技術・学術審議会「大強度陽子加速器計画評価作業部会」

（中間評価） 

  「本計画は、平成１２年の事前評価から３年が経過した現時点においても、科学技

術・学術的な意義、経済的・社会的な意義及び研究の重要性、緊急性は依然極めて

高いと認められる。また、ニュートリノ実験施設のように、研究の急速な進展、国

際競争の激化などにより、学術的意義や緊急性が更に増してきているものもある。

このような情勢の変化も踏まえながら、計画全体について積極的に推進を図るべき

である。（中略）第Ⅰ期計画については、まず実験を開始することが重要であるこ

とから、リニアックについては、２００ＭｅＶで当面建設を進めることが適切であ

る。しかしながら、長期的には研究に影響があるため、当初求められている４００

ＭｅＶまでリニアックの性能をできるだけ早く回復する必要がある。したがって、

２００ＭｅＶでのリニアックの運転開始後速やかに整備に着手し、３年程度で完了

することが適当である。また、ニュートリノ実験施設については、研究の重要性、
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緊急性及び継続性に鑑み、平成１６年度から建設に着手し、平成２０年度の完成を

目指すことが適当である。」 

○ 平成１９年６月：科学技術・学術審議会「大強度陽子加速器計画評価作業部会」（中

間評価） 

  「本計画は、科学技術・学術的意義等の極めて高い計画であり、国際公共財として

の規模の大きさ、対象とする研究分野の多様性、関連する研究者層の広がり、見込

まれる成果の重要性などに鑑みれば、国として、本計画を着実に進めることが必要

である。なお、本計画は加速器などの研究者や中性子利用の技術支援者等の人材育

成という観点からも非常に重要な計画である。（中略）リニアックの性能回復につ

いては、（中略）性能回復による効果は大きく、世界最高性能の施設として、Ｊ－

ＰＡＲＣは、その機能を最大限発揮できるようになることから、最優先課題として

取り組むべきであり、平成２０年度からの着手は適切である。（中略）Ｊ－ＰＡＲ

Ｃが国内外に開かれた国際公共財であることを踏まえれば、安定した運転が重要で

あり、ユーザーの利用状況や財政状況等を踏まえつつ、国においても必要な運転経

費の確保に向けて努力する必要がある。」 

５．平成２０年度概算要求内容： 

 原子力機構は、ビーム整形調整用機器、中性子利用実験装置、リニアック（性能回復

分）、総合研究基盤施設及び放射化物保管棟の設計・建設費、リニアック、３ＧｅＶシ

ンクロトロン、物質・生命科学実験施設の運転維持費等を計上する方向で調整中である。 

ＫＥＫは、ニュートリノ実験施設建屋、５０ＧｅＶシンクロトロン及びニュートリノ

ビームラインの整備、５０ＧｅＶシンクロトロンの運転維持費等を計上する方向で調整

中である。 

 ６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

本計画は中性子科学研究、ハドロン科学研究における国際的な研究・教育センターと

しての役割が期待される一方で、欧米の同種計画との熾烈な国際競争の中にある。その

中で我が国として学術的な優位性を保持していくためには、平成１９年６月の中間評価

の結果を踏まえつつ、平成２０年度までに欧米の他の計画に大きく遅れることなく本施

設を完成させ供用を開始し、施設の供用に当たっては、国際公共財として広く開かれた
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利用を着実に行なうための仕組みを構築することが必要である。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １８ 

施策名 原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 

基本方針 

分類 

主：Ｇ１ 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

従：Ｇ３ 我が国の原子力分野における人材の育成、確保に向けた取組の推進 

大綱分類 
主：３－１－１ 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

従：１－４ 人材の育成・確保 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 1,000 － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 1,000 － 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

 これまで、原子力分野の基礎的・基盤的研究を支え、推進するための施策として、省

庁の垣根を越えて「原子力試験研究費（昭和32年～）」が活用されてきたところである

が、当該制度を取り巻く環境が大きく変化しており、また、総合科学技術会議の優先順

位付けにおいても、 

 ・原子力委員会の基本方針の下、競争的環境下で多様な分野の研究者が参画し提案で

きる開かれた制度に 早急に移行すべき 

 ・政策ニーズに即した課題設定ができるような柔軟な対応を図る必要がある。 

等の提言を受けていることを踏まえ、当該制度の抜本的な改革を図ることとする。 

 

具体的には、平成20年度より、 

  ○旧国研の独法のみならず、大学・民間等にも開かれたより競争的な制度とする 

様式２ 
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  ○政策ニーズを明確にし、より戦略的なテーマ・プログラムを設定する 

等の観点に基づき、新たに競争的研究資金制度による事業を立ち上げる。現行の「原子

力試験研究費」については既存課題の終了に伴い縮小廃止することとする。 

 なお、原子力の基礎的・基盤的研究開発について、原子力政策大綱においては「我が

国の原子力利用を分野横断的に支え、その技術基盤を高い水準に維持したり、新しい知

識や技術概念を獲得・創出する目的で行われ、研究者・技術者の養成にも寄与するとこ

ろが大きい。」とされており、また、「平成２０年度の原子力研究、開発及び利用に関す

る経費の概算要求に向けて（平成１９年８月原子力委員会決定）」においては、「原子力

分野の研究開発の発展を支える基盤が弱まっている」との懸念を示した上で、「持続的・

安定的な原子力技術の向上のため、基礎的・基盤的研究開発の充実・強化を図ること」

の必要性が指摘されている。 

 

 新制度は、次の３つの研究プログラムを設定し、競争的な環境の下、基礎的・基盤的

研究開発を推進する。 

① 戦略的原子力共同研究プログラム： 

国として重点化すべき、戦略的なテーマの下、複数の機関の連携による共同研究 

プログラム 

② 研究炉・ﾎｯﾄﾗﾎﾞ等活用研究プログラム： 

施設数の減少が続く研究炉及び核燃料系ホットラボ等を効率的・有効的に活用する 

ための研究プログラム 

③若手原子力研究プログラム： 

将来の原子力研究開発の基盤を支える若手研究者を対象とした研究プログラム 

（２）期待される効果・これまでの成果 

  国立試験研究機関や独立行政法人のみならず、大学等にも開かれたより競争的な制

度へ移行し、政策ニーズを明確にしてより戦略的なテーマ・プログラムを設定すること

により、原子力の基礎・基盤的研究開発の強化が図られるとともに、科学技術全般への

波及効果が期待できる研究開発成果を創出することにより、社会・経済への還元を図る

とともに、優れた研究者の養成を推進するという効果を得ることを見込んでいる。 
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４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力分野の研究開発に関する委員

会（Ｈ１９．８）において事前評価を受けたところ。評価としては、「今後の原子力の

発展に資する技術基盤の強化が期待されることからも、実施することが妥当である」と

の評価結果が取りまとめられ、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会（Ｈ１９．

８）において審議・了承された。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

 ①戦略的原子力共同研究プログラム、②研究炉・ホットラボ等活用研究プログラム、

③若手原子力研究プログラムの３つのプログラムにより、競争的環境の下、原子力の基

礎的・基盤的研究開発を推進する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積もりヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 １９ 

施策名 原子力試験研究費 

基本方針 

分類 

主：Ｇ１ 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

従： 

大綱分類 
主：３－１－１ 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

従： 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 864 1,019 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 864 1,019 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

本施策は、文部科学省設置法第４条第６９号に基づき、各府省所管の試験研究機関

等における原子力に関する試験及び研究に関わる経費を文部科学省に一括計上し、必

要に応じて各府省の予算に移し替え、試験研究を実施している。平成１９年度におい

ては、５省１６機関により８３課題の研究が実施されている。 

   研究課題は、各府省の行政ニーズに基づき行う「先端的基盤研究」と原子力委員会

（原子力試験研究検討会）のトップダウンの方針に基づき「総合的研究（クロスオー

バー研究）」とに大別される。 

先端的基盤研究については、各府省の行政ニーズに応じた自由な発想に基づく研究

課題について、原子力委員会（原子力試験研究検討会）による厳正な事前・中間・事

後の研究評価を実施しつつ、研究を推進している。 

   総合的研究（クロスオーバー研究）については、原子力委員会（原子力試験研究検

討会）のトップダウンにより示された研究テーマについて、複数の研究機関のポテン

シャルを結集し、研究機関間の積極的な研究交流の下、研究開発を推進している。 

   本施策は、我が国における原子力基盤技術分野における研究開発利用を十分に調和

のとれたものとして計画的に推進するため、原子力委員会の行う見積り方針調整の下、

様式２ 
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原子力行政を所掌する文部科学省が予算を一括計上するものであり、ボトムアップに

よる競争的な研究とトップダウンによる重点的研究の両面から、各府省の所管する国

立試験研究機関等の研究ポテンシャルを最大限に活用し、研究開発を推進していくた

めの施策である。 

   （２）期待される成果・これまでの成果 

本施策は、各府省の行政ニーズに対応した原子力基盤技術分野における試験研究を

包括的に実施することにより、原子力技術の医学利用、農業利用、工業利用、環境対

策等を通じて科学技術全般への波及効果が期待できる成果を創出するものであり、本

施策の実施により将来の技術革新につながるようなシーズの探索、原子力分野から他

分野への技術のブレークスルー、基礎研究とプロジェクト開発との架橋等が期待され

る。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

先端的基盤研究においては、全研究課題に対し、原子力委員会研究開発専門部会の

下に設置されている原子力試験研究検討会において、事前（課題開始の前年度）、中間

（原則４年以上に亘る課題の３年度目）、事後（課題終了の翌年度）の研究評価を実施

している。具体的には、研究課題を３つの研究分野（①生体・環境基盤技術分野、②

物質・材料基盤技術分野、③システム基盤技術分野）に分類し、それぞれの分野毎に

原子力試験研究検討会の下に設置された研究評価ＷＧにおいて外部専門家による評価

を実施している。事前・中間評価においては、採択・継続の可否が審査される他、評

価結果を適切に予算配分に反映している。また、事後評価においては、各課題の達成

度が評価されるともに、成果の発信や今後の研究へのフィードバックについての助

言・指導が行われている。 

また、総合的研究（クロスオーバー研究）については、原子力試験研究検討会の下

に設置されたクロスオーバー研究評価ＷＧにおいて、外部専門家による評価を原則と

して毎年度実施することとしている。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

原子力試験研究費については、平成２０年度より、 

○旧国研の独法のみならず、大学・民間等にも開かれたより競争的な制度とする 

○政策ニーズを明確にし、より戦略的なテーマ・プログラムを設定する 

等の観点に基づき、制度の抜本的な改革を図ることとし、新たに競争的研究資金制度に

よる事業を立ち上げることとし、現行の原子力試験研究費については既存課題の終了に

伴い縮小廃止する。したがって、平成２０年度においては、新規課題の募集は行わず、

既存課題分のみの予算要求を行う。 
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６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

総合的研究（クロスオーバー研究）については、各省の有機的な連携によって実施

している。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２０ 

施策名 高温工学試験研究 

基本方針 

分類 

主：Ｇ１ 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

従：Ｆ４ ＧＩＦ、ＩＮＰＲＯ及びＧＮＥＰ等を通じた国際協力の推進 

大綱分類 

主：３－１－２ 革新的な技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探索す

る研究開発 

従：３－２ 大型研究開発施設 

３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 1,030 1,534 

合計 － 1,030 1,534 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

高温工学試験研究炉（HTTR）を活用し、高温ガス炉技術基盤を確立するとともに、HTTR

からの高温を利用した水素製造等の高温熱化学プロセスなどの技術基盤を確立する。 

本研究開発は、水素の効率的製造による新たなエネルギー産業の創生という経済的ニ

ーズ、二酸化炭素排出量の低減及びエネルギー安定供給の確保という社会的ニーズが反

映されたものであることから、実施の必要性が高い。また、米国、欧州において原子力

による水素製造の技術開発が開始されており、この分野で先行している我が国での先導

的な取り組みが必要である。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

様式２ 
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HTTR は、平成 10 年の初臨界後、出力上昇試験を経て、平成 13 年に定格出力の 30MW

運転及び原子炉出口冷却材温度 850℃の定格運転を達成した。平成 16 年 4 月には、世

界で初めて 950℃のヘリウムガスを炉外へ取り出すことに成功し、高温核熱利用への目

処を付けた。また、平成 19 年 2 月には定格出力で冷却材流量低下等の安全性実証試験

を世界で初めて実施し、高温ガス炉の安全性を確認した。同年 5 月には、定格運転(原

子炉出口冷却材温度 850℃)による 30 日間連続運転を達成した。 

高温の核熱を利用した熱化学法 IS プロセスによる水素製造では、平成 16 年 6 月に連

続（1 週間）水素製造に世界で初めて成功し、平成 18 年には実用化に向けてセラミッ

クス製の硫酸分解器の試作に成功した。また、発電用実用高温ガス炉システムの設計に

より技術的成立性を示すとともに、設計に基づく経済性評価により、電力コストが既存

の軽水炉発電システムの 5.3 円/kWh より優れた約 3.8 円/kWh であることを示した。 

【期待される成果】 

本研究開発は、高温ガス炉のもつ高い安全性、信頼性を検証し、水素製造等の原子力

の新しい利用分野を開拓するものである。本研究開発による水素製造は二酸化炭素を発

生せずに大量の水素を供給できるシステムの開発に繋がるものであり、原子力利用の拡

大、資源の有効利用、さらにはクリーンなエネルギーである水素の大量製造等による環

境負荷低減をもたらすものである。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成 16 年 7 月、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力分野の研究

開発の評価に関する委員会の高温工学試験研究炉（HTTR）中間評価ワーキンググループ

において中間評価を受け、「高温工学試験研究炉（HTTR）に係る原子炉技術開発及び核

熱利用研究は、これまで着実に成果を上げてきていると評価できる。本研究開発は、科

学技術的な意義及び経済的・社会的な意義が双方とも十分に認められ、今後の我が国や

世界のエネルギー問題及び環境問題の解決に大きく貢献するものとして推進する必要

がある」との評価結果を得た。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 
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HTTR では、施設の保守・点検、施設定期検査と合わせて高温試験運転（定格出力、

冷却材原子炉出口温度 950℃）を行い、炉心の燃焼特性、ヘリウムの純度管理、安全性

等に関するデータの取得及び運転・保守技術の蓄積を行う。 

核熱利用研究開発では、高温ガス炉による水素製造の実現に向けた IS プロセスの研

究等を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

水素に関する研究開発は、米国、欧州等で最重要課題のひとつとして認識されている。

特に米国では、高温ガス炉水素製造システムの研究開発を第一優先課題として位置づけ、

2012 年（平成 24 年）からの建設開始を目指し、次世代原子力プラント（NGNP）の研究

開発を進めている。 

我が国は、これらの各国に先んじた技術､知的財産を有しており、今後とも国際的な

優位性を維持するためにも本研究開発は是非とも必要である。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２１ 

施策名 ＩＴＥＲ計画（建設段階）の推進 

基本方針 

分類 

主：Ｇ２ 国際的枠組みに基づくＩＴＥＲ計画や幅広いアプローチをはじめ 

とする核融合研究開発の計画的推進 

従： 

大綱分類 

主：３－１－２ 革新的な技術概念に基づく技術ｼｽﾃﾑの実現可能性を探索する 

研究開発 

従： 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 12,158 5,382 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 12,158 5,382 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

将来のｴﾈﾙｷﾞｰ源の１つの有望な選択肢である核融合エネルギーの実現に向けて、核融合

実験炉ＩＴＥＲを日、欧、米、露、中、韓、印の７極の国際協力で建設し、燃焼ﾌﾟﾗｽﾞﾏの

実現、工学技術の総合試験等を目指す。また、これと並行して日欧協力により我が国にお

いて実施する「幅広いアプローチ」により、核融合エネルギーの早期実現に必要な先進的

研究開発を推進する。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

これまで、概念設計活動、工学設計活動、調整技術活動、ITER 移行措置活動を実施した。 

平成 18 年 11 月には、ITER 協定と同時に署名された ITER 協定の暫定適用取極に基づき、

ITER 機構が暫定的に発足し、建設に向けた活動を開始。我が国は、今年 5 月には ITER 協

定の受諾書の IAEA への寄託を完了し、同協定は本年秋にも発効の見込みである。幅広い

アプローチについても平成１７年６月にその実施が日欧で合意され、１０月に実施プロジ

ェクトが決定し、平成１８年１１月には青森県のプロジェクト実施地が決定した。その実

施協定は本年６月に発効し、本格的に活動が開始したところである。 

10 年間で ITER の建設を完了し、その結果、核融合炉工学技術の総合的な知見が得られ

るとともに、核融合燃焼状態の実現に向けた実証実験開始の準備が整うこととなり、核融

合エネルギーの実用化に向けた主要課題の克服が現実のものとなることが期待される。ま

た、幅広いアプローチの実施により ITER の支援及び ITER の次の原型炉の実現に向けた、

プラズマ物理研究や炉工学研究分野等における知見の獲得が期待される。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

第 18 回総合科学技術会議（H14.5）の決定を基に、「国際協力によって ITER 計画を推進す

ることを基本方針とすること」が閣議了解されている。｢第三段階核融合研究開発基本計画｣

(原子力委員会、H4.6)にて国際熱核融合実験炉の実現に向けた基本計画が示され、ITER 計

様式２ 
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画懇談会の報告書(原子力委員会、H13.5)にて、ITER 計画に参画していく旨評価がなされて

いる。「第三期科学技術基本計画 分野別推進戦略」（総合科学技術会議、H18.3）でITER計画が戦

略重点科学技術として位置づけられている。また、幅広いアプローチの実施プロジェクトについて

は、関係閣僚会合（H17.7）で合意された方針に基づき、文部科学省内に有識者による「ITER 計画

推進検討会」を設置し、同検討会報告書「我が国で実施すべき幅広いアプローチのプロジェクトに

ついて」（H17.9）を踏まえ、決定された。 

さらに、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会において、ITER 計画及び幅広いアプロー

チについて、「計画通り実施すべきである」との事前評価（H18.8）及び「今後も計画どおり継続し

て実施することが妥当である」との中間評価（H19.8）を受けている。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

ITER 計画において、国際的に合意されたスケジュールに従い、わが国が分担する装置・

機器の製作と、ITER 計画の実施主体となる ITER 機構への研究者の派遣に関することの実施

等により、ITER 計画の推進に貢献する。また、幅広いアプローチの各プロジェクト（国際

核融合材料照射施設の工学実証・工学設計、国際核融合エネルギー研究センター、サテライ

トトカマク）に係る施設・設備の整備及び研究開発活動を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２２ 

施策名 ＪＴ－６０の運転・整備 

基本方針 

分類 

主：Ｇ２ 国際的枠組みに基づくＩＴＥＲ計画や幅広いアプローチをはじめと 

する核融合研究開発の計画的推進 

従：－ 

大綱分類 

主：４－１－２ 革新的な技術概念に基づく技術ｼｽﾃﾑの実現可能性を探索する 

研究開発 

従：－ 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 1,465 1,465 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 1,465 1,465 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

臨界プラズマ試験装置 JT-60 を用い、大学等と連携して、トカマク炉心改良等の先進的な

プラズマ研究開発及び ITER の燃焼プラズマのための研究開発等の実験炉の補完的・先進的

研究開発を行うとともに、我が国の核融合研究人材の育成に貢献する。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

世界最高のイオン温度 5.2 億度（H8 年）、世界最高のエネルギー増倍率 1.25（H10 年）、

ITER で必要とされる高性能プラズマの長時間維持（H18 年）等の成果を挙げてきた。平成

19 年には、高ベータプラズマの安定化に関する研究により、将来の核融合炉の高出力密度

化に向けて、ITER の運転領域を拡げる見通しを得た。今後、ITER の運転シナリオ確立など

に貢献するとともに、核融合分野における人材育成等を通じた、我が国の競争力の維持・向

上が期待できる。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

「第三段階核融合研究開発基本計画」（原子力委員会、H4 年）では、トカマク装置により

実験炉の補完的・先進的研究開発を行うとされており、科学技術・学術審議会学術分科会核

融合研究 WG による「今後の我が国の核融合研究の在り方について」（H15 年）では、JT-60

をトカマク国内共同研究の中核を担う装置として位置付けている。なお、第三段階核融合研

究開発基本計画については、平成 17年 11 月に原子力委員会でチェック・アンド・レビュー

が実施され、今後の核融合研究開発の推進方策が示された。その中で、「JT-60 を用いて高

ベータ定常運転法の開発、ITER 支援研究の準備研究を進める。」と位置付けられている。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

大学等と協力し、国際トカマク物理活動を通じた ITER への貢献及び定常高プラズマ圧力

化研究を行うため、２サイクルの実験運転を実施する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

様式２ 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２３ 

施策名 原子力人材育成プログラム 

基本方針 

分類 

主：Ｇ３ 我が国の原子力分野における人材の育成、確保に向けた取組の推進 

従： 

大綱分類 
主：１－４ 人材の育成・確保 

従： 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 243 150 

合計 － 243 150 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

一層大きくなる原子力技術の安全性・信頼性への期待といった課題や、世界的な原子

力政策の積極的な見直し動向、高速増殖炉サイクル開発の本格化も見据え、原子力分野

の教育研究を行う大学・高等専門学校を対象に、学生の研究奨励事業や大学への支援等

により原子力分野の教育を充実・強化し、将来の原子力分野の担い手となる人材を育

成・確保する。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

 本事業により、大学・高等専門学校において、原子力分野の人材育成の環境整備に向

けた取組や学生に進路・職業としての原子力分野の魅力を伝えるための取組がなされる

ことにより、原子力分野の人材育成の充実が図られ、今後、電気事業者・製造時業者・

研究所等の原子力関連部門に質の高い技術者及び研究者を確保していくことが可能と

様式２ 
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なる。特に、本事業を経済産業省と連携して実施することにより、産学連携による効果

的な人材育成が可能となることが期待される。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

 平成１８年度及び平成１９年度に、文部科学省政策評価基本計画に基づく事前評価を

実施した。また、本年度中を目途に本年度開始の採択課題の中間評価を行う予定。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

 平成１９年度事業の応募状況及び有識者審査会による審査結果を踏まえ、大学院の原

子力関係学部等のポテンシャルを活かした研究基盤整備に関する意欲的な取組みを支

援する「原子力研究基盤整備プログラム」及び大学・高専における学生の創造性を活か

した研究・研修活動を支援する「原子力研究促進プログラム」を継続するとともに、地

域や大学等の特色を踏まえ、特定の分野に教育研究を重点化し、当該分野における体系

的な知識を有し、中核的に活躍しうる人材を養成する取組を新たに支援する。 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

本事業は経済産業省と連携して行う。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２４ 

施策名 材料試験炉ＪＭＴＲの改修と再稼働 

基本方針 

分類 

主：G1 基礎的・基盤的な研究開発の推進 

従：A3 原子力安全研究の推進 

  D1 2030 年頃からの発電用原子炉の代替建設需要に向け、国際競争力を有す

る次世代軽水炉の研究開発の計画的推進 

  G3 我が国の原子力分野における人材の育成、確保に向けた取組の推進 

  G4 大型の研究施設・設備の民間等への供用 

  F1 原子力発電所建設への我が国産業の参加を促進するための環境整備に

係る取組の充実及びアジアにおける原子力分野の人材育成を含む原子

力発電導入国の基盤整備への協力 

大綱分類 

主：３－１－１ 基礎的・基盤的な研究開発 

従：１－１－１ 安全対策 

１－４ 人材の育成・確保 

３－１－４ 革新技術システムを実用化するための研究開発 

３－２ 大型研究開発施設 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 2,100 1,500 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 2,100 1,500 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

軽水炉の安全性に関する研究、次世代軽水炉の実用化技術開発、中性子を利用した基

礎・基盤研究、核融合炉の開発研究、医療用ラジオアイソトープ及びシリコン半導体の

製造、大学等による基礎研究や人材育成に資するよう我が国の研究開発の基盤施設とし

ての中性子照射場を確保するため、日本原子力研究開発機構の材料試験炉（ＪＭＴＲ：

Japan Materials Testing Reactor）の設備保全対策を中心とした更新を行い、安全・

安定かつ効率的な運転によりこれらの研究等の推進に貢献するとともに、原子力分野に

様式２ 
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おける実務者人材の育成を図る。また、利用性向上を図ることにより平成 23 年度再稼

働後の幅広いユーザーの利用を推進するとともに、先進的な照射技術開発によりアジア

諸国の原子力エネルギーの平和利用を支える中核的な照射試験センターとして貢献す

る。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【期待される成果】 

中性子を利用した基礎・基盤研究、軽水炉の安全性に関する研究、次世代軽水炉の

開発研究、核融合炉の開発研究に貢献するとともに、医療用ラジオアイソトープやシ

リコン半導体の製造により中性子の産業利用拡大に貢献する。また、大学等が実施す

る照射損傷等の中性子を利用した基礎・基盤研究により、原子力技術の継承や原子力

人材の育成に貢献する。さらに、最先端の照射技術開発により、アジアの科学技術レ

ベルの向上や医療体制の充実に貢献する。 

【これまでの成果】 

ＪＭＴＲは、昭和 43 年に初臨界を達成し、以降平成 18年 8 月までに 165 サイクル

の運転を行い、以下のような軽水炉、高速炉、高温ガス炉や核融合炉の開発、基礎研

究及びラジオアイソトープ製造等の幅広い分野で大きく貢献してきた。 

・軽水炉燃料棒に関わる設計データ等の確証 

・軽水炉燃料（ＢＷＲ）の高燃焼化に係る健全性と安全裕度の評価 

・軽水炉材料の経年劣化に係るＩＡＳＣＣ照射研究 

・高速炉や高温ガス炉用燃料・材料の開発 

・国産圧力容器鋼材の照射脆性評価 

・ラジオアイソトープ製造 

・ＩＴＥＲ設計のためのデータベースの構築 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成１８年１０月２７日に、総合科学技術会議における「平成１９年度概算要求に

おける科学技術関係施策の優先順位付けについて」において、優先順位Ａ「着実に実施

すべきである。」と評価された。 
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５．平成２０年度概算要求内容： 

電源設備、冷却系統、計測制御系、炉室給排気系、ボイラー等経年化の著しい設備や

機器の一部更新を進める。また、アジア中核試験炉を目指した先進的な照射技術の開発

に着手するとともに、JMTR の改修にアジア諸国から人材を参画させることにより原子

力人材育成に着手する。 

 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

原子力安全・保安院は、我が国として原子力安全研究の技術的基盤を確保するため、

平成１８年度より安全研究事業「軽水炉燃材料詳細健全性調査」を開始しており、その

中で、平成１９年度からＪＭＴＲへの試験装置の具体的な整備を開始し、照射試験装置

については平成２２年度完成を目指して平成２０年度も継続する。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２５ 

施策名 放射能調査研究費 

基本方針 

分類 

主： 

従： 

大綱分類 
主：１－１－１安全対策 

従： 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － 1,230 1,174 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － － － 

合計 － 1,230 1,174 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

昭和３２年度より、原子力委員会における放射能調査計画要項に基づいた放射能調査

計画を実施するにあたり、文部科学省、防衛省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、

環境省において実施する環境放射能の調査研究に必要な経費について、文部科学省が一

括計上し、各省庁への予算の配分に関する調整を行っている。 

各省は各所掌業務に応じ、放射能・放射線に対する国民の安全を確保し、安心感を醸

成するための、環境中の天然放射能、及び核爆発実験、原子力施設、投棄された放射性

廃棄物等からの人工放射能の環境放射能レベルに関する調査研究を行っている。 

各省は、下記の調査研究を実施している。 

①放射性降下物（フォールアウト）等による自然環境への影響に関する調査研究 

②放射性物質の環境中の動向に関する調査研究 

③環境放射能モニタリング技術に関する調査研究 

様式２ 
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④米国原子力艦の我が国への寄港に伴う放射能調査 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

本施策は、各府省の所掌応じた放射能調査研究に係る予算を一括的に予算要求するこ

とにより、放射能調査研究を重複なく効率的に実施することができ、結果、各省の責務

のもと、放射性降下物（フォールアウト）等による自然環境への影響、放射性物質の環

境中の動向及び環境放射能モニタリング技術に関する調査研究の推進に資している。本

施策を着実に実施することにより、放射能・放射線に対する国民の安全を確保し、安心

感を醸成が期待されている。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成１４年度に外部の専門家による放射能調査研究に係る評価検討を行い、関連機関

の関連調査研究をそれぞれの役割分担等の下に体系的に推進していくことが必要、等と

の評価を得ている。また、我が国の環境放射能調査をより有効に実施するため、総合的

に環境放射能調査等の結果を検討し、必要に応じて調査内容の評価を行うことを目的と

して、原子力安全規制等懇談会の下で平成１８年１１月から環境放射能評価検討会を開

催している。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

これまでの調査研究の継続実施及び、平成２０年に予定される米国原子力空母の横須

賀港配備に伴う対応に対しても引き続き予算配分を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

放射能調査研究に係る予算を文部科学省で一括計上し、文部科学省、防衛省、厚生労

働省、農林水産省、国土交通省、環境省に移し替えを行うことで、各省間の重複を排除

した放射能調査研究を着実に推進しており、引き続き各省庁における役割分担の下、実

施していくことにしている。 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２６ 

施策名 新型転換炉原型炉「ふげん」の廃止措置 

基本方針 

分類 

主： 

従： 

大綱分類 

主：１－３ 放射性廃棄物の処理･処分  

従：２－１－２ 核燃料サイクル   

３－１－５ 既に実用化された技術を改良・改善するための研究開発 

３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 4,439 4,870 

合計 － 4,439 4,870 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

新型転換炉(ＡＴＲ)原型炉「ふげん」は、核燃料サイクル確立という我が国原子力開

発の基本政策のもと、早期に実用化が期待され、プルトニウムと天然ウランを利用でき

る炉として、昭和 41 年に国のプロジェクトとして自主開発することを決定し、開発さ

れた。昭和 45 年に着工、昭和 53 年には初臨界を達成し、昭和 54 年から本格運転を開

始した。その後、「ふげん」は着実に安定・安全運転の実績及び開発成果を積上げてき

たが、ATR 実証炉建設計画の中止やその後の動燃改革を経て、ATR の開発が終了するこ

ととなり、平成 15 年 3 月、初臨界から 25 年間の運転を終了した。 
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運転終了後は、平成 14 年 3 月に原子力委員会へ報告した「運転終了後の事業の進め

方」に基づき、今後の廃止措置を安全かつ合理的に実施するために必要な安全措置や技

術開発等の準備業務を実施していく必要がある。 

また、廃止措置については、「実用発電用原子炉施設の廃止措置に係る安全確保及び

安全規制の考え方について（総合資源エネルギー調査会、原子力安全・保安部会、廃止

措置安全小委員会）」に示されている「廃止措置の着手から 30 年以内を一応の目途」に

完了することとしている。 

廃止措置準備業務の遅延は、廃止措置業務の合理化に係る計画検討の停滞や設備維持

期間の長期化につながり、「ふげん」の廃止措置費用全体の増大化に及ぶことが想定さ

れる。このため、施設の安全確保を最優先に、運転終了後も必要な最小限の設備の維持

を行いながら、廃止措置に向けた準備業務として計画的なに使用済燃料や重水の搬出・

輸送を行なうとともに廃止措置に向けた技術開発・研究や設備の導入を行い、安全で合

理的な設備の解体、廃棄物の処理・処分を実施していく。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

新型転換炉開発「ふげん」は、昭和 45 年に着工、昭和 53 年には初臨界を達成し、昭

和 54 年から本格運転を開始した。初臨界から 25 年間の運転を通じて、ATR 型炉の技術

的成立性を実証するとともに、自らの使用済燃料から取り出したプルトニウムを再利用

するなど、我が国の原子力開発利用の基本路線である核燃料サイクル技術の実証を果た

した。また、運転管理技術を高度化し、国際的にも圧力管型炉の技術取得の場として貢

献した。 

廃止措置に必要な技術開発に関しては、①安全な廃止措置技術の確立、②合理的な廃

止措置技術の確立、③発生廃棄物量を低減する廃止措置技術の確立、を技術開発目標と

して、平成 10 年度から計画的に検討を実施してきた。具体的には、重水・トリチウム

関連技術，原子炉本体解体技術、解体計画評価技術など「ふげん」固有の分野を中心に

技術開発を進め、その他の分野も、改良・高度化を行なっている。この内、解体計画評

価技術に関しては、解体シミュレーションシステムなど支援システムの開発を行なって

おり、今後は、これを用いて解体計画の評価を進めることとしている。 
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また、これまで国による放射性廃棄物の処分やクリアランスに伴う制度化のために

「ふげん」の内蔵放射能量等の評価を行い、それらのデータを国の検討機関に提供して

きた。また、平成 18 年度においては、重水輸送等の廃止措置準備作業、原子炉本体解

体方法の開発等の廃止措置関連技術の研究開発、発電所設備及び使用済燃料等の適切な

管理を実施した。なお、平成 18 年 11 月には廃止措置計画を取り纏め、国へ認可申請を

行い、現在、国においてその審査が実施されているところである。 

【期待される成果】 

廃止措置技術に関しては、「ふげん」の廃止措置を安全かつ合理的に完遂することが

最大の目標である。「ふげん」の解体に伴って発生する廃棄物量は約 37 万トンと推定さ

れており、国内軽水炉発電所とほぼ同等の廃棄物量であることから、わが国で初めての

実用発電規模の軽水冷却型炉の廃止措置として、その成果は有効に利用できると考えら

れる。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

新型転換炉原型炉「ふげん」の開発については、高速炉・核燃料サイクル課題評価委

員会による事後評価を受け、平成 15 年 8 月に以下の委員会答申が行なわれた。 

【評価結果】「国の原子力開発の基本政策のもと、プルトニウム利用を目的に、ATR

を自主開発し、「ふげん」を建設し、運転に成功したということは大きなミッションを

達成したものと評価する」との評価結果を行っている。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

「ふげん」は平成 18 年度に廃止措置計画の申請を行い、平成 19 年度中には認可を受

ける予定である。 廃止措置計画の認可後は、これをもって廃止措置に着手することと

し、当該計画に基づき、施設の安全維持管理、使用済燃料、重水の輸送・搬出、放射性

廃棄物の処理・処分に係る設備導入準備等所要の業務を実施していく。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積もりヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２７ 

施策名 ウラン濃縮施設関連廃止措置研究開発 

基本方針 

分類 

主： 

従： 

大綱分類 

主：１－３ 放射性廃棄物の処理･処分  

従：３－１－４ 革新技術システムを実用化するための研究開発   

３－１－５ 既に実用化された技術を改良・改善するための研究開発 

３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 1,198 1,254 

合計 － 1,198 1,254 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

昭和 47 年に遠心法ウラン濃縮技術がナショナルプロジェクトにしていされて以降，国

の方針に基づき，動力炉・核燃料開発事業団（現独立行政法人日本原子力研究開発機構）

が中核となり，遠心分離機及び濃縮プラント機器の開発並びにパイロットプラント，原型

プラントの建設・運転によるプラント技術に係わる開発，実証を行うとともに，昭和 60

年に発足した事業主体である日本原燃㈱（平成 4 年までは日本原燃産業㈱。以下「原燃」。）

に技術移転を行ってきた。日本原子力研究開発機構の濃縮プラントについては、平成 13

年 9 月末に開発を終了しており、現在実施している遠心機処理技術開発、工程内滞留ウラ

ン回収等の廃止措置及び放射性廃棄物処理に関する技術開発を 5 年程度実施し、その後、

これらの技術を用いて施設内機器等の解体撤去、処理処分及び遠心機の処理処分を 30 年

程度実施していく。 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

遠心分離機及び濃縮プラントの機器の開発、原型プラントの建設、運転により濃縮プラ

ントに係わる技術を実証・確立した。その遠心分離法濃縮技術は日本原燃㈱のウラン濃縮

様式２ 
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工場に導入され、適切に技術移転が図られている。 

一方、ウラン濃縮関連施設等の廃止措置に必要な遠心機処理技術開発では、除染データ

取得等の試験により、分解・除染工程において目標処理能力（5 台/日）が達成できるこ

とや主要部品が目標レベル（0.1Bq/）まで除染可能であることを確認した。また、ウラン

濃縮設備内の工程内滞留ウランの回収技術開発では、実規模プラントでの徹底除染試験等

を実施し、滞留ウランを 95%以上回収するための除染技術及び回収に使用するガスである

七フッ化ヨウ素（ＩＦ７）の製造技術を確立し、実際の除去・回収作業用に製造を行って

いるところである。 

【期待される成果】 

原子力施設の廃止措置を安全に実施することは今後の大きな課題であり、社会的ニーズ

も高いが、一方で合理的なコストが求められる。これらの技術開発を実施することにより、

以下のコスト削減が期待できる。 

工程内滞留ウランの除去・回収により、遠心機処理までに要するコストが、工程内滞留

ウランの除去操作を行わない場合に比べ１割以上の削減が可能である。また、使用済み遠

心機を解体して全て埋設処分する場合の費用は、現在開発を進めている遠心機処理技術に

より、数分の一に低減できる。 

これらの技術開発により得られた成果は、他の類似の大型核燃料施設の廃止措置に活用

できることから、他施設の廃止措置時の合理化・最適化に寄与するものとなる。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成 13 年に「ウラン濃縮技術開発」についてサイクル機構（現独立行政法人日本原子

力研究開発機構）の課題評価委員会の事後評価を受け、遠心分離機及び濃縮プラントの機

器の開発、原型プラントの建設、運転により濃縮プラントに係わる技術を実証・確立し、

その遠心分離法濃縮技術は原燃のウラン濃縮工場に導入され、これまで適切な技術移転を

図ってきていると評価された。また、平成 14 年度における「人形峠環境技術センターに

おける環境技術開発」の中間評価の中では、ウラン濃縮施設の廃止措置及び放射性廃棄物

処理を進めていくための遠心機処理技術開発、滞留ウランの除去回収技術開発、フッ化物

系汚染物の活用による廃棄物低減化技術開発、解体エンジニアリングシステム開発は妥当

であり、サイクル機構が実施することも適切と判断され、また概ね着実な成果を上げてい

るものと評価された。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

原型プラント及び濃縮工学施設を維持管理するとともに、施設廃止措置に向けた遠心機

処理や工程内ウラン回収等の準備やそれらに必要な設備維持を行う。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 
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原子力関係経費の見積りヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 文部科学省 整理番号 ２８ 

施策名 東海再処理施設の操業（軽水炉再処理技術開発） 

基本方針 

分類 

主：  

従： 

大綱分類 

主：３－１－４ 革新技術システムを実用化するための研究開発 

従：２－１－２ 核燃料サイクル 

   ３－４ 日本原子力研究開発機構における原子力研究開発 

２．予算額：                            （百万円） 

 ２０年度予算案額 ２０年度概算要求額 １９年度予算額 

一般会計 － － － 

エネ特会（立地対策） － － － 

エネ特会（利用対策） － 2,615 4,849 

合計 － 2,615 4,849 

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

新型転換炉「ふげん」の使用済燃料の再処理試験を通じて、再処理施設の運転及び保

守技術の開発を進め、得られた知見を青森県六ヶ所村に建設中の民間再処理工場に反映

する。これらにより再処理技術の定着・発展に寄与することで、我が国の原子力エネル

ギーの確保に貢献する。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

【これまでの成果】 

昭和 52 年のホット試験運転開始以来、処理した使用済燃料は約 1140 トン（平成 19

年 5 月末現在）であり、国内で発生する使用済燃料の再処理需要の一部を担うことによ

り、電力需要を支える原子力発電の進展を支えてきた。再処理により回収されたプルト

ニウムは、「常陽」、「ふげん」及び「もんじゅ」の燃料製造に使用されている。また、

様式２ 
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東海再処理施設の操業を通じて得た技術を六ヶ所再処理施設の設計・建設に反映してき

た。 

【期待される成果】 

ふげん MOX 使用済燃料等の再処理を通じて、使用済燃料再処理に係わる実規模での技

術的知見を蓄積し、再処理技術の基盤維持、高度化を図る。また、燃料の高燃焼度化に

対応する再処理技術の高度化のため、技術的課題の提示を受けて燃焼度の高い軽水炉使

用済燃料の再処理試験の計画を進める。これらにより、六ヶ所再処理施設の操業開始に

向け、運転支援等の技術協力を継続する。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等： 

平成１８年度に実施された文部科学省独立行政法人評価委員会における平成１７年

度に係る業務の実績に関する評価では、「日本の再処理技術の確立に大きく貢献したこ

とにより、我が国のエネルギー供給を担う民間核燃料サイクル事業を確立する国策が確

固たる基盤を得たことは、高く評価でき、今後とも、民間企業への技術的・人的支援に

一層努力することを期待する。」との高い評価を得た。 

また、平成１８年度に、研究開発・評価委員会（次世代原子力システム／核燃料サイ

クル研究開発・評価委員会）において「民間事業者の軽水炉再処理事業を支援するため

の研究開発」について中間評価が行われ、軽水炉再処理に係るこれまでの民間事業者へ

の支援の状況も含め、今後当面の期間の研究開発計画について妥当との評価を受けた。 

 

５．平成２０年度概算要求内容： 

設備の保守・点検・整備を行い再処理施設を維持管理するとともに、これまでに得ら

れた再処理施設の運転及び保守に関する技術開発成果及び技術的知見を民間再処理事

業者に提供し、操業を間近に控えた六ヶ所再処理施設の試運転及び操業後の安定運転に

協力する。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 



１．ぶれることなく、重要プログラムを着実に推進
○高速増殖炉サイクルの推進【国家基幹技術】 331億円(＋34億円)

平成20年度の「もんじゅ」の運転再開、実証炉開発に向けた要素技
術開発の加速等

○高レベル放射性廃棄物の地層処分技術 90億円(＋ 1億円)

地層処分技術の研究開発の着実な推進と国民の理解増進の推進等

１．ぶれることなく、重要プログラムを着実に推進
○高速増殖炉サイクルの推進【国家基幹技術】 331億円(＋34億円)

平成20年度の「もんじゅ」の運転再開、実証炉開発に向けた要素技
術開発の加速等

○高レベル放射性廃棄物の地層処分技術 90億円(＋ 1億円)

地層処分技術の研究開発の着実な推進と国民の理解増進の推進等

３．原子力の裾野の維持・拡大
○基礎的・基盤的研究へのファンディングの充実 10億円( 新 規 )
原子力試験研究費の改革・拡充（「原子力基礎基盤戦略研究イニシ
アティブ」の創設）
○原子力・エネルギー教育への支援 5.3億円(＋0.5億円)
立地地域だけでなく全国での原子力・エネルギーに関する教育支援
○原子力分野の専門人材養成 2.4億円(＋0.9億円)
大学・高専における原子力分野の研究・教育基盤の充実

３．原子力の裾野の維持・拡大
○基礎的・基盤的研究へのファンディングの充実 10億円( 新 規 )
原子力試験研究費の改革・拡充（「原子力基礎基盤戦略研究イニシ
アティブ」の創設）
○原子力・エネルギー教育への支援 5.3億円(＋0.5億円)
立地地域だけでなく全国での原子力・エネルギーに関する教育支援
○原子力分野の専門人材養成 2.4億円(＋0.9億円)
大学・高専における原子力分野の研究・教育基盤の充実

２．先進的な原子力科学技術への挑戦
○ＩＴＥＲ計画の主導的推進 122億円(＋68億円)
ＩＴＥＲ計画の着実な推進、「幅広いアプローチ」による先進的研

究開発の推進

○大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲＣ）計画の推進 262億円(△49億円)

平成20年度後半からのビーム供用開始と施設の円滑な運用体制や利
用体制の構築等

２．先進的な原子力科学技術への挑戦
○ＩＴＥＲ計画の主導的推進 122億円(＋68億円)
ＩＴＥＲ計画の着実な推進、「幅広いアプローチ」による先進的研

究開発の推進

○大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲＣ）計画の推進 262億円(△49億円)

平成20年度後半からのビーム供用開始と施設の円滑な運用体制や利
用体制の構築等

４．原子力の信頼回復と地域との共生
○安全確保対策の充実・強化 58億円(＋17億円)
安全の維持・向上に向けた耐震対策・高経年化対策・安全研究の充実
○地域共生への取組の充実・強化 137億円(＋12億円)
地域が主体となって進める地域の持続的発展を目指すためのビジョ
ンに対する支援

４．原子力の信頼回復と地域との共生
○安全確保対策の充実・強化 58億円(＋17億円)
安全の維持・向上に向けた耐震対策・高経年化対策・安全研究の充実
○地域共生への取組の充実・強化 137億円(＋12億円)
地域が主体となって進める地域の持続的発展を目指すためのビジョ
ンに対する支援

５．積み残された問題を着実に前進
○研究施設等廃棄物の円滑な処分に必要な環境整備 43億円( 新 規 )
原子力機構を処分実施主体と明確化するとともに、円滑な事業がで
きるような環境整備

５．積み残された問題を着実に前進
○研究施設等廃棄物の円滑な処分に必要な環境整備 43億円( 新 規 )
原子力機構を処分実施主体と明確化するとともに、円滑な事業がで
きるような環境整備

H19予算額 H20要求額 増減

全体 2,664 2,895 231

一般 1,185 1,367 182

特会 1,479 1,528 49

立地対策

利用対策

318 314 ▲4

1,161 1,214 53

平成２０年度原子力関係予算の概要

（億円）

6389383特別会計

368448一般会計

42473431内局

86961核融合研

14146132高エネ研

21153132放医研

431,1391,096特別会計

105907801一般会計

1482,0461,897原子力機構

Ⅰ．総表

Ⅱ．機関別 （億円）



平成平成2020年度概算要求額：年度概算要求額：331331億円億円
（平成（平成1919年度予算額：年度予算額：297297億円億円））
（運営費交付金中の推計額を含む）（運営費交付金中の推計額を含む）

○ エネルギー資源に乏しい我が国において、高速増殖炉サイクル技術を確立することにより、長期的な
エネルギー安定供給を確保することは国の存立基盤をなす重要課題であり、第３期科学技術基本計画
において、国家的な大規模プロジェクトとして基本計画期間中に集中的に投資すべき基幹技術（国家基
幹技術）として位置づけ

○ 国際原子力エネルギー・パートナーシップ（GNEP）構想等を通じて、我が国が先導して高速増殖炉サ
イクル技術を提案することで、国際標準化を目指すなど国際競争力を確保する上で重要な技術

長期的エネルギー安定供給 ： ウランを数十倍有効利用（２１００年頃は海外から燃料（ウラン）の輸入不要）
地球環境との調和の取れた発展 ： 発電過程で二酸化炭素を放出しない、高レベル放射性廃棄物の量を低減 （軽水炉に比べ約１／４）

実用燃料サイクルプラント実用燃料サイクルプラント

原型炉「もんじゅ」原型炉「もんじゅ」
実用炉実用炉

高レベル放射性物質研究施設高レベル放射性物質研究施設

（ＣＰＦ）（ＣＰＦ）

第３開発室で「もんじゅ」のＭＯＸ燃料等の研究開発を実施

実用化ＦＢＲサイクル

プルトニウム燃料製造施設プルトニウム燃料製造施設

炉

再
処
理

燃
料
製
造

実
証
段
階

の
施
設

実
証
段
階

の
炉

・経済性の実証

・官民の役割分担

ＦＢＲ用の先
進再処理技
術の確立

実験炉「実験炉「常陽常陽」」

民 間国

２０２５年頃２０２５年頃

実用実用サイクル施設サイクル施設

２０５０年頃２０５０年頃

（ナトリウム冷却・ループ
型炉の研究開発を実施）

2008年度中に運転再開

「高速増殖炉サイクル技術の今後１０年程度の間における研究開発に関する基本方針」等を踏まえ着実に推進



平成平成2020年度概算要求額：９０億円年度概算要求額：９０億円
（平成（平成1919年度予算額：８９億円）年度予算額：８９億円）
（運営費交付金中の推計額を含む）（運営費交付金中の推計額を含む）

高レベル放射性廃棄物処分研究開発高レベル放射性廃棄物処分研究開発

高レベル放射性廃棄物→「地層処分」を基本方針

高レベル放射性廃棄物地層処分の事業を円滑に進め安

全の確保を図るため、深地層の研究施設、地層処分基盤研

究施設、地層処分放射化学研究施設等を活用し、深地層の

科学的研究（地層科学研究）および地層処分研究開発（処

分技術の信頼性向上と安全評価手法の高度化）に関わる

研究開発を行う。また、これらの研究開発成果を最新の知

識体系として整備し、原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）

が行う処分事業や国の安全規制に反映する。

東海研究開発センター

（イメージ図）

●瑞浪超深地層研究所
(結晶質岩)

●幌延深地層研究所(堆積岩)

（イメージ図）

●地層処分基盤研究施設(エントリー)
●地層処分放射化学研究施設(クオリティ)

東濃地科学センター

幌延深地層研究センター

原子力機構の研究開発施設原子力機構の研究開発施設原子力機構の研究開発施設

○地層処分研究開発 （１５億円）

・地層処分基盤研究施設での人工バリアの長期性能や地層処分

システムの長期挙動に関するモデル高度化やデータ拡充等のた

めの研究の実施

・地層処分放射化学研究施設での放射性物質の化学的挙動評価

等に関する研究の継続

・様々な知識ベースを適切に管理し、伝達・継承していくための知

識マネジメントシステムの開発

○地層科学研究 （７５億円）

・幌延深地層研究所における立坑掘削の継続及び地下水の流れ

方や性質等の深部地質環境の特性及び調査技術に関する研究、

研究推進に必要な環境整備の実施

・瑞浪超深地層研究所における坑道掘削の継続及び地下水の流

れ方や性質等の深部地質環境の特性及び調査技術に関する研

究の実施

・火山や断層などによる地層処分への影響を予測・評価するため

の研究の実施



○実施極：日、欧
○実施地：青森県六ヶ所村、茨城県那珂市
○総経費：９２０億円を日・欧で半分ずつ負担
○計画：１０年間
○実施プロジェクト
①国際核融合エネルギー研究センター
・原型炉設計・研究開発調整センター
・ＩＴＥＲ遠隔実験研究センター
・核融合計算センター

②国際核融合材料照射施設の工学実証・工学設計活動
③サテライト・トカマク（予備実験等の実施によるITER支援）

平成20年度概算要求額：122億円
（平成19年度予算額：54億円）

幅広いアプローチＩＴＥＲ計画

Ｉ Ｔ Ｅ Ｒ （ 国 際 熱 核 融 合 実 験 炉 ） 計 画

平成２０年度概算要求額：６７億円

○国際核融合エネルギー研究センター ２８億円
○国際核融合材料照射施設の工学実証・工学設計活動

１１億円
○サテライト・トカマク ２８億円

○ 人類究極のエネルギーである核融合エネルギーの実現を目指して、ＩＴＥＲ計画と核融合の将来への
幅広いアプローチを戦略重点科学技術として推進
ＩＴＥＲ計画 ：核融合実験炉の建設・運転
幅広いアプローチ：ＩＴＥＲと並行して補完的に取り組む先進的核融合研究開発

○ ＩＴＥＲ協定について、本年５月２９日に我が国の受諾書をＩＡＥＡに寄託。協定は、本年秋頃には
発効の見込み。

○ 欧州との間の幅広いアプローチ協定は、本年６月１日に発効。

○参加極：日、欧、米、露、中、韓、印
○建設地：フランス・カダラッシュ
○核融合熱出力：５０万ＫＷ（発電実証はしない）
○ITER機構長予定者：池田要氏（前駐ｸﾛｱﾁｱ大使）
○日本の分担割合
建設期：9.1％
運転期：13％
○計画（予定）：
建設（１０年間）、 運転（２０年間）

平成２０年度概算要求額：５４億円

○ＩＴＥＲ機構の分担金 １２億円

○ＩＴＥＲ機器の製作や試験、国内機関の活動、人員派遣等

４２億円



大強度陽子加速器（J-PARC）
計画の推進

原子力機構分 高エネ機構分 合計
平成20年度概算要求額 ： 116億円 146億円 262億円
（平成19年度予算額 ： 179億円 132億円 311億円）
※運営費交付金中の推計額を含む

物質世界の基本法則を探求

・ 質量の起源の謎
裸のクォークは軽いが、ハドロンを
形成すると重くなる。なぜ？

・宇宙創生の起源
ビッグバン直後に物質はどのよう
に創られたのか？

・ 素粒子物理学の標準理論の見直し
と、より高次の理論への展開

ニュートリノの謎の解明

原子核・素粒子物理学

・ 3世代あるニュートリノの質量と混合
の全貌の解明 など

基礎科学
の進展

生命科学の進展
→新薬の開発→難病克服へ

タンパク質

DNA

物質・生命科学研究

産業界を含む幅広
い中性子利用研究
の促進→新産業の

創出

J-PARC

神岡町
（K）

（３００ｋｍ）

タウニュートリノ ミューニュートリノ 東海村
（T）

スーパーカミオカンデ
に向けてニュートリノ
を発出

物質・材料科学の進展
→機能構造の解明
→水素燃料電池開発

水素 酸素

水は排出される

中性子で燃料電池開発の鍵となる高分
子電極膜の構造を調べて最適な材料の
開発につなげる。

難病に効く創薬、細胞再生・修復技術、
化粧品、農産物育成改良技術に貢献す
る根幹の分子レベルの細胞、タンパク
質等の構造機能の解明。

高感度での水素原子の観測と機能の研究

J-PARC = Japan Proton Accelerator 
Research Complex 

スーパーカミオカンデへ

ニュートリノ実験施設 →

○日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が両者のポテンシャルを活かし､
共同して加速器計画を推進(建設地：茨城県東海村) 。

（1）世界最大強度の中性子源を用いて21世紀の物質･生命科学研究を展開し、経済・社会の発
展に貢献。

（2）K中間子、ニュートリノ等の二次粒子を用いて、自然界の基本原理を探求する原子核・素
粒子物理学を展開。

（3）平成20年度においては、物質・生命科学実験施設及び原子核・素粒子実験施設におけるビ
ーム試験を開始するとともに、年度後半からは各実験施設におけるビーム供用を開始する。
（ニュートリノ実験施設は平成２１年度からビーム供用開始。）

スーパー
カミオカンデ

（T2K実験）
ニュートリノを検出

-------------- to --------------

本体建設費（第Ⅰ期）総額
１，５２４億円



原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ～原子力試験研究費制度改革～原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ～原子力試験研究費制度改革～

２．研究炉・ホットラボ等活用研究プログラム （2.5億円）
研究炉及び核燃料系ホットラボ等を効率的・有効的に活用した研究
を支援
ホットラボを施設を保有する機関が、当該施設を利用して外部機関と
共同研究等を実施

３．若手原子力研究プログラム （2.8億円）
将来の原子力研究開発の基盤を支える研究者を育成
若手による斬新なアイディアに基づく研究開発を支援

→旧国研の独法のみならず、大学等にも開かれたより競争的な制度へ改革

→政策ニーズを明確にし、より戦略的なテーマ・プログラムを設定

→旧国研の独法のみならず、大学等にも開かれたより競争的な制度へ改革

→政策ニーズを明確にし、より戦略的なテーマ・プログラムを設定

○現行制度：各省の国研及び旧国研の実施する研究開発を文部科学省（旧科学技術庁）に一括計上（昭和３２年より）

○研究を取り巻く状況の変化：・放射線利用等の原子力研究は、特別なものでなく、一般化
・国研のほとんどは独法化（一括計上のメリットの消失）
・研究資金について、競争的資金への流れ

制度見直しへの提言等：

○現行制度：各省の国研及び旧国研の実施する研究開発を文部科学省（旧科学技術庁）に一括計上（昭和３２年より）

○研究を取り巻く状況の変化：・放射線利用等の原子力研究は、特別なものでなく、一般化
・国研のほとんどは独法化（一括計上のメリットの消失）
・研究資金について、競争的資金への流れ

制度見直しへの提言等：

原子力委員会（本委員会や専門部会における指摘事項）

平成２０年度の原子力に関する研究、開発及び利用に関する経費の概算要求に向けて
「原子力分野の研究開発の発展を支える基盤が弱まっているとの懸念を踏まえ、関係
府省においては、持続的・安定的な原子力技術の向上のため、基礎的・基盤的研究開
発の充実を図ること。」 （平成１９年８月原子力委員会決定）

原子力試験研究検討会等での指摘事項
「大学にも開かれた制度への移行が重要」「募集テーマを、政策ニーズに基づいて明確

化すべき」「挑戦的なリスクのある研究を推進すべき」

総合科学技術会議 （優先順位付における指摘事項）

原子力委員会の基本方針の下、競争的環境下
で多様な分野の研究者が参画し提案できる開
かれた制度に早急に移行すべき

政策ニーズに即した課題設定ができるような柔
軟な対応を図る必要がある

新たな競争的資金を創設（原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ）新たな競争的資金を創設（原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ）

１．戦略的原子力共同研究プログラム （4億円）
原子力政策大綱を踏まえつつ、国として重点化すべき・戦略的な
テーマをタイムリーに設定
幹事機関を中心とした複数機関連携による共同研究活動を支援

国の政策ニーズに的確に対応した戦略的な基盤強化
競争的な門戸開放による研究の質の向上
大学・研究機関・民間企業等の研究交流の活性化

ホット研究促進による原子力人材の基盤強化
将来を担う若手研究者の創造性の活用と育成
原子力研究の裾野の維持・拡大

期待される効果期待される効果

［※旧制度は縮小廃止］

平成20年度概算要求額 ：10億円
（新規）



原子力発電施設等安全対策等
研修事業費補助金

2 (    2 )

・環境放射線モニタリング等の実務研修
・地元企業への原子力発電施設等の設置、
改造、運転又は解体に係る業務に必要
な技術又は知識に関する研修 等

原子力従事者等の基礎知識の向上

リサイクル研究開発促進交付金
3 (   6 )

・公共用道路の整備
・小学校プール改修
・診療所医療機器の整備 等

リサイクル研究開発施設の
立地促進

広報・安全等対策交付金
3 (   4 )

・原子力広報誌の作成
・原子力施設見学会の実施
・原子力ＰＲ館の維持運営 等

原子力の広報・安全対策

放射線利用・原子力基盤技術
試験研究推進交付金

17 (   15 )

・加速器等を利用した放射線利用の
試験研究
・放射線を利用した産学官共同研究
施設の整備 等

放射線や原子力に関する
理解の促進特別電源所在県科学技術振興事業補助金

21 (  21 )

○補助対象事業の例
・ＫＨＶ耐性コイ作出技術開発研究
・マグネシウム合金の先端成形加工
技術の開発

・未利用粘土鉱物を起源とする新規
セラミックスの開発 等

地域科学技術の発展

電源地域産業育成支援補助金
1 (   ２ )

・誘客促進のためのマーケティング事業
・企業立地促進のためのマーケティング事業
・地域活性化のためのイベント事業
等

地域産業の活性化

高速増殖炉サイクル技術研究開発推進
交付金（仮称）

16 （新規）

・高速増殖炉等を活かした研究開発
機能の強化 等

高速増殖炉サイクル技術
研究開発の推進

電源立地地域対策交付金
75 (   76 )

○交付対象事業
公共用施設の整備、企業導入・産業近代化事業
福祉対策事業、企業貸付事業、電気料割引事業
理解促進事業、地域活性化事業、維持運営事業
温排水関連事業

○交付対象事業の例
病院等の建設及び医療機器の整備
障害者グループホーム整備事業
公園整備、公共施設維持運営事業 等

地域住民の福祉の向上等

平成２０年度概算要求額：１３７億円
（ 平成１９年度予算額： １２６億円）地域共生への取組の充実・強化

平成２０年度概算要求額（平成１９年度予算額）
※単位は億円



研究施設等廃棄物※の円滑な処分に必要な環境整備
－処分事業積立金－

廃棄物の発生
原子力研究開発施設の運転と解体

廃棄物の現状

処分事業者、処分場が存在しない
各施設の貯蔵能力の限界
新たな研究・開発に支障の恐れ

研究施設等廃棄物に係る現状

現在の
廃棄物保管量
（２００Ｌドラム缶換算）
約５１万本
（うち、機構分
約３４万本）

機 構 に お け る 積 立 金 の 概 要

埋設処分に要する費用は多額で
あり、一時期に予算措置した場合
には研究開発業務に支障

処分事業に要する費用を
現時点から積み立て

将来における費用負担を平準化

●研究施設等廃棄物の処分事業※実現のため、処分費用の約９割を占める（独）日本原子力
研究開発機構における積み立ての開始（平成２０年度概算要求額：４３億円）

※機構を実施主体とした処分事業実施のための法案を次期通常国会に提出することを検討中

研究施設等廃棄物の処分を早期に実施し、我が国の原子力の研究開発等を確実に推進

○処分事業の実施
●当該廃棄物の大半の発生者である原子力機構を処分実施主体
●我が国の当該廃棄物処分場の建設・操業
●原子力機構は自ら及び他者（処分料金を徴収）の廃棄物を併せて処分

○処分費用の確保
・原子力機構は、処分事業を円滑に行うための資金積立を行う

【処分場のイメージ】 【処分事業概略スケジュール】

操業前段階
（８年間）

５０年間の廃棄体受け入れ本数
約５３万本（２００Ｌドラム缶換算）
※うち機構分：約４３万本(約８０%)

操業段階
（５０年間）

処分事業の概要

処分場が
ないことか
ら、老朽化
施設の解
体が困難

処分施設

管理施設等

平成20年度概算要求額：43億円
（新規）

※研究施設等から発生する放射性廃棄物
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